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福
津
諭
吉
と
W

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』

1
1

『
西
洋
事
情
』
第
二
編
に
お
け
る
導
入
に
ま
つ
わ
る
若
干
の
問
題
ー
ー

・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

安

西

敏

福津諭吉とW ・ブラックストン rイングラ γ ド法釈義』

じ

』土

め

霊
童
口
の
最
初
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
品
で
あ
る
『
西
洋
事
情
』
（
「
初
編
」
ず
勾
ハ
仁
年
・
「
外
編
」
刊
勾
ハ
均
年
・
「
一
一
編
」

4
h白

年
）
の
福
津
思
想
上
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
言
及
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
基
本
的
な
思
想
の
骨
格
は
、
既
に

に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
解
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
書
の
検
討
は
福
津
の
思
想
を
み

そ
の
『
西
洋
事
情
』

る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
彼
の
単
な
る
翻
訳
書
な
い
し
西
洋
紹
介
書
と
し
て
で
は
な
く
、
『
学
問
の
すk
A
め
』
や
『
文
明
論
之

概
略
』
な
ど
と
と
も
に
福
津
自
身
の
作
品
と
し
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
の
に
価
す
る
。

と
こ
ろ
で
本
稿
は
、
『
西
洋
事
情
』
の
研
究
史
上
未
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
福
津
と
英
米
法
史
上
の
巨
人
た
る
W
・
プ
ラ

ッ
ク
ス
ト
ン
（
∞
町
当
日

S
E
E
S

－a
件
。g

－
コ
N
ω
1∞
。
）
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
（
向
。
遣
さ

S
E

ス
S
S
H
Z
N
U
9
5

久
町
ミ
～
ロ
ミ
・
ロ
。
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合
問
S

仏
。
ロ
F
o
g
－
。
己
。
三
口
白
l
H吋
S

）
と
の
関
係
を
み
、
福
津
に
お
け
る
そ
の
導
入
に
ま
つ
わ
る
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
の
後
の
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福
津
の
思
想
的
展
開
と
そ
れ
と
の
関
連
を
追
及
し
福
津
の
「
自
由
」
の
観
念
に
対
す
る
若
干
の
考
察
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（1
）
伊
藤
正
雄
『
福
浬
諭
吉
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
、
ご
ニ
九
l

一
四
一
ペ
ー
ジ
、
植
手
通
有
『
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、

二
ニ
二
ペ
ー
ジ
、
松
沢
弘
陽
「
解
説
」
（
『
福
津
諭
吉
選
集
』
第
一
巻
岩
波
書
店
、
一
九
八

O
年
）
二
七
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

（2
）
こ
の
点
を
特
に
強
調
し
た
論
稿
と
し
て
は
伊
藤
前
掲
書
が
晴
矢
で
あ
る
。

「
自
由
」観
念
の
導
入
｜
｜
プ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
以
前
｜

『
西
洋
事
情
』
全
編
を
通
読
し
て
何
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
に
強
く
印
象
付
け
る
の
は
、
吋
吋
0
0品
。E
・

t
g
ユ
句
‘
の
説
明
が
実
に
多
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
「
初
編
」
に
お
い
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
様
に
、
福
津
も
翻
訳
方
と
し
て
参
加
し
た
竹
内
使
節
団
の
一
部
随
員
が
オ
ラ
ン
ダ

人
医
師
シ
ン
モ
ン
・
ベ
ル
ヘ
ン
テ
氏
か
ら
「
文
明
の
政
治
」
の
要
件
に
つ
い
て
の
講
義
を
受
け
、
そ
の
際
の
ノ
i

ト
を
参
考
に
し
て
、

そ
れ
を
福
津
は
紹
介
し
て
い
る
こ
こ
で
の
そ
れ
は
然
し
な
が
ら
狭
義
の
そ
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

J
H・
ι
y
o日
仏
・
を
理
解
し
、

む
ろ
ん
福
津
の
当
時
の
主
観
に
お
い
て
は
、

そ
れ
が
「
フ
リ
ー
ド
ム
」
又
は
「
リ
ベ
ル
チ
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
説
明
か
ら
み
て

つ
ま
り
そ
れ
は
職
業
選
択
の
自
由
を
意
味
し
、
「
自
主
任
意
」
と
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
「
未
だ
的
当
の
訳
字
あ

疑
い
が
な
く
、

ら
ず
」
と
注
意
深
く
断
わ
り
書
き
を
付
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
福
津
の
紹
介
し
た
他
の

「
文
明
の
政
治
」

そ
れ
ら
は
「
自
由
」
の
名
こ
そ
付
さ
れ
て
い
な
い

の
要
件
を
み
て
み
る
と
、

が
、
信
仰
・
学
問
・
教
育
・
営
業
そ
し
て
生
存
の
自
由
を
実
質
的
に
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
こ
の
時
の
福
津
の
自
由
観

念
が
職
業
選
択
の
自
由
で
あ
っ
た
が
故
に
、

そ
の
自
由
観
念
の
な
か
に
含
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
彼



正
に
こ
れ
ら
の
「
文
明
の
政
治
」
は
市
民
的
自
由
の
基
本
的
事
項
の
説
明
と
今
日
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
し
か
し
未
だ
権
利
と
し
て
の
自
由
の
思
想
は
な
く
、
む
し
ろ
状
態
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

の
主
観
を
超
え
て
、

と
こ
ろ
で
福
津
は
、
西
洋
諸
国
に
基
底
的
に
流
れ
て
い
る
と
み
た
制
度
風
俗
を
「
備
考
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
「
文
明

の
政
治
」
の
要
件
に
お
け
る
「
自
由
」
の
み
で
は
「
フ
リ
！
ド
ム
又
は
リ
ベ
ル
チ
」
が
わ
が
国
の
伝
統
的
「
自
由
」
観
念
で
あ
る

「
我
偉
放
還
に
て
国
法
を
も
恐
れ
ず
」
と
解
さ
れ
る
が
故
に
、
ま
た
そ
れ
が
西
洋
諸
国
の
認
識
と
し
て
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
ガ
で

<3
)

あ
る
と
考
え
た
が
故
に
「
外
編
」
に
お
い
て
や
や
本
格
的
に
そ
れ
を
紹
介
す
る
。

こ
の
「
外
編
」
は
周
知
の
様
に

J

・

H

・
パ
I

ト
ン

<4
}

（
旬
。
吉
田
口
回R
H
O
P
E
S
－
E

∞
同
）
の
手
助
け
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
チ
ェ

福津諭吉とW ・ブラックストン rイングランド法釈義』

ン
パ
l
ズ
社
刊
『
政
治
経
済
学
』
（9
9
E
g
g

－

m
E
ロ
8
2
0
5
－
C
R
m
0・
M
u
c
s
r
o
N
9
3
3
q

・
E
y
q
白
骨
帆a
h
u
b
p
。
。F
S

札
否
、
、
立
言
円
借

』1
8及
、
ま
§
p

巧
巴
官
民
自
円
四
回
。

Z
ユ

9
9
自

σ
0
2・
F
O
E
8
8

仏

E
z
g
a
v
－
－
∞m
N）
の
前
半
部
（
「
ソ
サ
イ
ヤ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
し
て
知

ら
れ
る
部
分
）
の
正
に
「
達
意
を
以
て
主
と
す
る
」
名
訳
に
し
て
「
原
書
の
情
実
を
誤
認
む
る
」
こ
と
の
な
い
よ
う
「
主
意
の
大
概

を
失
ふ
こ
と
な
く
ば
」
の
翻
訳
紹
介
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
外
編
』
で
福
津
は
、
状
態
と
し
て
よ
り
も
自
然
権
と
し
て
の
自
由
を
、

い
っ
て
み
れ
ば
初
等
教
科
書
を
使
用
し
て
教
科

書
的
に
理
解
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
権
利
と
し
て
の
自
由
観
念
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
独
立
宣
言
」
の
紹
介
に
お
い
て

既
に
認
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
然
し
な
が
ら
や
は
り
歴
史
的
説
明
で
あ
り
、

必
し
も
権
利
問
題
と
し
て
自
由
が
浮
上

し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
初
歩
的
な
が
ら
体
系
的
に
学
び
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
欧
米
で
の
見
聞
の
上
に
た
っ
て
正
に
チ
ェ
ン

そ
の
翻
訳
紹
介
を

パ
l
ズ
社
刊
『
政
治
経
済
学
』
の
「
人
生
の
通
義
及
び
基
職
分
」
（
H
H丘
三
宮

L
E
m
v
Z
8
2
）E
E

）
に
出
会
い
、

通
し
て
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
恐
ら
く
誤
ま
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
は
文
字
通
り
天
賦
人
権
と
し
て
の
自
由
を
様
々
な
工
夫
を
試
み
な
が
ら
名
訳
を
行
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
が
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「
人
民
普
通
の
自
由
」
（
丘
三
5
0
ユ
匂
）
に
連
な
る
こ
と
を
訳
述
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
場
合
の
権
利H

「
通
義
」
が
「
生
命
を
存
し

自
由
を
求
め
身
を
重
ん
じ
物
を
保
つ
」
（
F
O
H
出
0
・
5
0
ュ
F
m
o
H
P
0
8
8ダ
g

仏
苫
石
室
。
宮

g
g
g
g
o

同
色
）
権
利
で
あ
る
こ
と
、
及

360 

び
そ
れ
が
「
他
人
」
と
の
関
係
上
、
法
の
制
定
と
、
従
っ
て
そ
れ
の
尊
重
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
や
は
り
チ
ェ
ン
パ
1

ズ
社
刊
の
本

書
か
ら
福
津
は
翻
訳
を
通
し
て
で
あ
れ
、
学
び
と
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
そ
の
「
世
の
文
明
開
化
」
（2
〈
伊
拐
〉
目
。
Z
）

芸
旦
宮
司

E
o
y
p
向
。
一
回

に
お
い
て
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。
「
人
生
最
大
の
自
由
は
蛮
野
の
世
に
あ
り
」
（
5
0
g

号
号
。
g
a

巳
。
広

宵
g
g

界
中

g

仏
。
ヨ
）
と
す
る
説
に
対
し
て
、そ
れ
が
「
恰
も
人
を
し
て
餓
死
せ
し
む
る
の
自
由
な
り
、
力
を
以
て
暴
虚
を
洛
に
す
る

の
自
由
な
り
、
罪
を
犯
し
て
罰
を
蒙
る
こ
と
な
き
の
自
由
な
り
」
（
け
宮
町
g
含
目
当

z
o
y
s
。
吋
∞
良
一
若
宮

g
q
n

中
g
含
g
g
R
9
3
0

日

で
あ
っ
て
「
宣
こ
れ

を
真
の
自
由
と
云
ふ
可
ん
や
」
な
の
で
あ
る
。
真
の
自
由
と
は
「
文
明
開
化
に
従
っ
て
法
を
設
け
、
世
間
一
様
に
こ
れ
を
施
し
て
」

件
。
m
S
3
0
記
号
。
色
。
s
z
q
g

ロ
E
N
O
見
当
。

y
p〈
。
匹
。
。
。
者
向
一
巳
守g
内
問
。
5
8
8
5
5

日
件
。
ュ5
0

田
口
口
同
）
ロ
巳
吾
包
・
）

宮
山
m
g
q

え
宮
司

a
i
ロ
8
2
8

｝
凶
器
官
旬
。
m
O仏
ロ
ロ
仏
g
ロ
自
伊
宮
宮
宮

2
g
H
H
p
d司m
同2
9
H
Y
F
巳
可

E

守
g
円
目
。
g
g

ロ
将
軍
・
）
始
め
て
可

能
な
の
で
あ
る
。

H

社
会
契
約
説
の
最
初
の
紹
介
と
し
て
知
ら
れ
る
。

し
か
も
「
人
作
説
」

「
世
の
閲
る
に
従
て
、
小
弱
無
力
の
者
、
相
共
に
謀
て
、
人
々
の
通
義
を
達
し
生
命
を
保
護
す
る
為
め
の
処
置
を
設
け
、
こ
れ
を
国
の
制
度
と

名
付
け
り
。
元
来
制
度
の
目
的
と
す
る
所
は
、
人
の
強
弱
智
愚
に
拘
ら
ず
、
各
々
其
生
命
を
安
ん
じ
其
私
有
を
保
た
し
め
ん
と
す
る
趣
旨
な
る

が
故
に
、
無
謀
過
激
の
徒
は
之
を
忌
み
此
法
則
を
破
ら
ん
と
し
た
け
れ
ど
も
、
衆
寡
敵
し
難
く
、
遂
に
理
を
以
て
力
を
制
し
、
一
定
の
制
度
を

施
行
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
是
即
ち
世
に
政
府
の
起
り
し
本
源
な
り
。
政
府
と
は
人
心
を
集
め
て
一
体
と
為
し
、
力
を
以
て
衆
人
の
意
を
達
せ

し
む
る
所
以
の
も
の
な
り
」

を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
政
府
の
設
立
根
拠
を
人
々
の
権
利
の
保
存
に
あ
り
と
の
説
明
を
も
福
津
は
訳
述
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
福
津
は
状
態
と
し
て
の
自
由
か
ら
権
利
と
し
て
の
自
由
を
「
初
編
」

か
ら
「
外
編
」
に
か
け
て
学
び
取
っ
て
い
る
と
思



わ
れ
る
が
、

に
も
拘
ら
ず
「
人
間
の
通
義
」
が
「
収
税
論
」
と
と
も
に
わ
が
間
に
あ
っ
て
は
十
分
理
解
さ
れ
な
い
と
考
え
た
が
故
に
、

さ
ら
に
「
二
編
」
に
お
い
て
「
備
考
」
と
し
て
「
自
由
」
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
「
自
由
」
と
か
「
通
義
」
は
そ
の
「
二

編
」
の

に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
説
明
を
加
え
て
、

正
に
く
ど
い
と
思
わ
れ
る
位
、

と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
そ
れ
ら
の
観

「
例
一
一
一
口
」

し
ろ
正
問
E

．

な
い
し
誤
解
さ
れ
や
す
い
こ
と
の
そ
れ
は
証
で
も
あ
る
が
、
く
り
返
し
説
明
す
る
。

d
g
ュ
υ
1．
に

に
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
日
本
語
に
直
し
て
表
象
で
き
な
い
正
に
「
訳
字
を
以
て
原
意
を
尽
す
に
足
ら
ず
」
と
い

念
が
一
般
に
は
理
解
で
き
難
い
、

わ
ざ
る
を
え
な
い
観
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

福淳諭吉とW ・ブラックストン『イングランド、法釈義』

そ
こ
で
は
第
一
に
「
リ
ベ
ル
チ
」
を
説
明
し
て
、
こ
れ
を
川
「
一
身
の
好
む
ま
ふ
に
事
を
為
し
て
窮
屈
な
る
思
な
き
を
云
ふ
」
、
川

ス
キ
キ
ヲ
イ

「
こ
の
事
を
為
し
て
差
構
な
し
」
、
刷
「
御
免
」
、
同
「
好
悪
の
出
来
る
」
と
四
点
か
ら
説
明
を
下
し
、
さ
ら
に
「
政
事
の
自
由
」
を

「
其
国
の
住
人
へ
天
然
自
然
の
通
義
を
行
は
し
め
て
邪
摩
を
せ
ぬ
こ
と
こ
と
な
り
」
と
し
て
い
る
。
但
し
こ
れ
は
割
注
に
以
下
に
詳

し
く
論
や
す
る
と
あ
る
如
く
唱
。
ロto
p－
3
9
4

ロ
ピ
宮
ユ

υ
1・
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
市
民
的
自
由
と
い
わ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
文
字
通
り
の
政
治
的
自
由
で
は
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
後
に
述
べ
る
や
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

（
日
〉

参
照
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
え
る
と
思
わ
れ
る
。

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
を

に
続
い
て
今
日
政
治
的
自
由
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
「
開
版
の
自
由
」
及
び
市
民
的
自
由
の
一

つ
で
あ
る

こ
の
「
政
事
的
自
由
」

「
宗
旨
の
自
由
」
と
あ
げ
、
出
版
と
か
前
述
「
文
明
の
政
治
」
の
叙
述
と
違
っ
て
、
今
度
は
明
確
に
信
教
の
自
由
を
自
由
の
一
つ
と

し
て
あ
げ
、

こ
れ
ら
の
意
味
が
十
分
わ
が
国
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
伝
わ
ら
な
い
が
故
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。

こ
こ
で
も
然
し
な
が
ら
福
淳
は
「
決
し
て
我
偉
放
還
の
趣
意
に
非
ら
ず
。
他
を
害
し
て
私
を
利
す
る
の
義
に
も
非
ら
ず
」
と
述
べ
、

「
唯
心
身
の
働
を
遅
し
て
、
人
々
互
に
相
妨
げ
ず
、
以
て
一
身
の
幸
福
を
致
す
を
云
ふ
な
り
。
自
由
と
我
佳
と
は
勤
も
す
れ
ば
基
議
を
誤
り
易

(
MH

) 

L
。
学
者
宜
し
く
こ
れ
を
審
に
す
べ
し
」

361 
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と
、
ど
こ
ま
で
も
「
自
由
」
が

「
我
億
」
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
学
者
の
誤
解
の
な
い
よ
う
解
説
す
る
。

362 

次
い
で
福
津
は
、
彼
に
と
っ
て
自
由
が
状
態
問
題
で
は
な
く
権
利
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
証
と
思
わ
れ
る
が
、

「
ラ
イ
ト
」
の
説
明
を
行
う
。
そ
れ
は
川
「
正
直
」
で
あ
り
「
正
理
に
従
て
人
間
の
職
分
を
勤
め
邪
曲
な
き
の
趣
意
な
り
」
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
転
意
し
て
そ
れ
は
川
「
求
む
可
き
理
」
で
あ
っ
て
「
催
促
す
る
筈
、
又
は
求
て
も
当
然
の
こ
と
と
云
ふ
義
な
り
」
で
あ
る
。

又
そ
れ
は
側
「
事
を
為
す
可
き
権
」
で
あ
り
、
制
「
当
然
に
所
持
す
る
筈
の
こ
と
」
で
あ
っ
て
例
と
し
て
「
私
有
の
通
義
」
を
あ
げ
、

「
私
有
の
物
を
所
持
す
る
筈
の
通
義
」
と
し
て
、
さ
ら
に
「
理
外
の
物
に
対
し
て
は
我
通
義
な
し
と
は
、
道
理
に
叶
は
ぬ
物
を
取
る

（
叩M
V

筈
は
な
し
」
と
い
う
説
明
を
加
え
て
論
じ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
「
自
由
」
及
び
「
通
義
」
の
解
説
を
し
「
人
生
の
自
由
は
其
通
義
な
り
」
と
い
う
正
に
近
代
的
権
利
観
念
が
自
由

観
念
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
の
例
を
出
し
、
そ
れ
を
「
人
は
生
れ
な
が
ら
独
立
不
罷
に
し
て
、
束
縛
を
被
る
の
由
縁
な

く
、
自
由
自
在
な
る
可
き
筈
の
道
理
を
持
つ
と
云
ふ
こ
と
な
り
」
と
述
べ
て
「
例
言
」
を
終
え
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
の
「
自
由
」
や
「
権
利
」
の
観
念
の
説
明
で
以
て
も
や
は
り
十
分
で
は
な
い
、

と
福
津
は
考
え
た
と
思
わ
れ
、

『
西
洋
事
情
』
全
編
、
否
あ
る
意
味
で
は
福
津
の
全
生
涯
を
通
し
て
参
照
し
た
本
の
中
で
は
最
も
論
理
的
に
し
て
体
系
的
か
つ
法
学

的
思
考
に
則
つ
て
の
議
論
が
記
し
て
あ
る
英
米
法
上
の
古
典
、
w
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
の
一
部
を
翻
訳

紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
「
自
由
」
や
「
権
利
」
の
観
念
の
整
合
的
導
入
を
画
る
。
そ
れ
は
洋
行
で
得
た
聞
見
に
基
づ
く

も
の
や
、
通
俗
教
科
書
と
違
っ
て
、
最
も
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
自
由
観
念
の
説
明
が
あ
る
本
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、

そ
の
意
味
で
は

福
津
の
政
治
思
想
な
い
し
法
学
思
想
を
考
察
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
一
史
料
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
次
に
福
津
に
お
け
る
守
フ
ラ
ッ
グ
ス
ト
ン
の
導
入
を
み
て
み
よ
う
。

(1
) 

『
福
津
論
士
口
全
集
』
第
一
巻

一
九
六
九
年
二
九

0
ペ
ー
ジ
。
尚
以
下
本
全
集
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
す
べ
て
『
全
集
』
と
略
記
し
一
九
六
九

岩
波
書
店
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 m
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 m
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（
日
）
同
右
、
四
八
六
｜
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
辺
）
同
右
、
四
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
あ
っ
て
は
ぜ
♀
5
o
n
－
－
と
a
a
i－
－
と
の
区
分
が
未
分
離
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
福
津
は
ぜ
。5
日g

て
を
邦
訳
し
て
紹
介
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
巴
S
E
g
g

－
当
日
u
g

－
－
〔
リ
色
遣
さ

S
S

ミ
a
s
s

－
P
H
S
白
色
間
話
F
Z

・
見
。ω
・
（
出
品
立
与
巴
芯
－
－E
H叩
回
ロ
z
o
a
－
仲
句
。
同25

高
。
同u
g
g－

凸
E
S
向
。
h
r
F
g
含
戸
）
〈
。
H・
H・
匂
・
巴H・
参
照
。

（
日
）
『
全
集
』
第
一
巻
、
四
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
同
右
、
四
八
七i
八
ペ
ー
ジ
。

（
国
）
同
右
、
四
八
八
ペ
ー
ジ
。

（
口
）
出
口
崎
町
立
。
『

0
・
C
E
e
r

－
－
『
官
同
なN
o
y
q
o
h
同
尽
き
も
由
円
S
F
S

ミ
ミ
な
さ
・
4
3
ロ
回
】
・σ
U
1出－c
・
。
。
ロ
山
口
問
当
。
。
《
戸
司
自
件
。
『
∞

E
R
E
－
冨
富
田
よ
呂
田
・3
・
N
ω
l忠

参
照
。

（
犯
）
『
全
集
』
第
一
巻
、
四
八
八
ペ
ー
ジ
＠
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や
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

「
個
人
の
絶
対
権
」
の
導
入

福
揮
が
手
に
し
た

W
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
は
、
そ
の
紹
介
内
容
か
ら
し
て
、
そ
の
簡
約
版
な
い
し
学

生
版
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
全
体
の
構
成
は
、
む
ろ
ん
そ
れ
が
原
版
に
立
脚
し
て
い
る
故
、
版
に
よ
っ
て
は
章
の
省
略

な
ど
が
あ
る
け
れ
ど
も
大
枠
は
原
版
と
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
福
津
が
そ
の
い
ず
れ
の
部
分
を
紹
介
し
て
い
る
か
は
、

福
津
が
直
接
読
ん
だ
版
が
不
明
で
あ
っ
て
も
、

お
お
よ
そ
の
見
当
は
つ
く
。

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
は
四
分
冊
の
大
著
で
あ
る
。
即
ち
第
一
分
冊
は
「
序
言
」
（
H
Z→
目
。
ロ
ロ
の
ロO
Z
）
と
「
人
の
権
利
に
つ

い
て
」
（O
ご

Z
E
m
y
z
ミ

3
3

吉
田
）
で
あ
り
、
第
二
分
冊
は
「
物
の
権
利
に
つ
い
て
」
（Oご
宮
切
符
｝
d
g
a
E

宮
内
田
）
で
あ
り
、
第
三
分

冊
は
「
私
的
不
正
に
つ
い
て
」
（
2
H
J
Z
巳
。
当
さ
認
乙
で
あ
り
、
そ
し
て
第
四
分
冊
は
「
公
的
不
正
に
つ
い
て
」
（
え
司
ユgg
当
3
高
田
）



で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
福
津
が
『
西
洋
事
情
』
で
導
入
し
て
い
る
の
は
、
第
一
分
冊
の
一
部
で
あ
る
。
第
一
分
冊
は
「
序
吾
一
口
」
が
第
一
課
「
法

の
学
習
に
つ
い
て
」
S
s
s
m
b
ミ
ピ
ミ
N
Z
F
9
8
）
第
二
課
「
一
般
の
法
の
本
質
に
つ
い
て
」
（
O
ご

Z
Z

巳
R
o
a
z
g

宮
内
0
5
5
H）

第
三
課
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
つ
い
て
」
（
2
5
0
u
s
a

閏
ロ
也
自
己
第
四
課
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
服
す
る
諸
国
に
つ
い
て
」

（O
同
伴
F
O
S
S
E
S
E
E
S
仲
件
。
5
0
F
9
4
2
。
同
閲
兵F
E

〉
の
四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
成
っ
て
お
り
、
第
一
部
の
「
人
の
権
利
に
つ

い
て
」
は
第
一
章
「
個
人
の
絶
対
権
に
つ
い
て
」
（
2
5
0
$
g
E
Z
H
t
m
y
g
え

同
ロ
色
〈
冒
E
E
H
由
）
、
第
二
章
「
議
会
に
つ
い
て
」
（
♀

5
0
3

ュ
g
g
E

）
、
第
三
章
「
王
と
そ
の
権
利
に
つ
い
て
」
（
。
同5
0

回
口
明
言
仏
宮
田
ヨ
己
。
）
、
第
四
章
「
王
室
に
つ
い
て
」
（

2
5
0

福j事諭吉とW ・ブラックストン『イングランド‘法釈義』

同
日
ロ
矢
田53
－
E
E
q

）
、
第
五
章
「
枢
密
院
に
つ
い
て
」
（C
同
伴
｝H
O
C。
ロ
ロa
z

－v
o－
。
ロ
向
山
口
問
件
。
己
居
間
宮
内
）
、

第
六
章
「
王
の
義
務
に
つ

い
て
」
（
O
同
5
0

同
日
ロm
．

m
ロ
E
o
m
）
、
第
七
章
「
王
の
大
権
に
つ
い
て
」
（O同
5
0

百
H
K
m
p
o
g官
許
可
。
）
、
第
八
章
「
王
の
財
源
に
つ
い

て
」
（
2
5
0

同
日
高
．mH
H
2
8
5
）
、
第
九
章
「
属
官
に
つ
い
て
」
（2
2
5

岳
5
2
5

也
田E
E

）
、
第
十
章
「
人
民l
l

他
国
人
、
公

民
権
を
与
え
ら
れ
た
外
国
人
か
そ
れ
と
も
土
着
人
か
l
l
t

に
つ
い
て
」
（
Q
5
0
M
U
g
－
0
・
項
目M
a
y
o吋
と

H
O
E－
口
。
巳N
o
g－
3
Z

旦
可
g
）
、

第
十
一
章
「
聖
職
者
に
つ
い
て
」
（
2
5
0
C
F

高
三
、
第
十
二
章
「
一
般
人
の
階
級
に
つ
い
て
」
（O
同
5
0
0

ユ
∞

E
Z

）
、
第
十
三
章

「
陸
軍
及
び
海
軍
の
階
級
に
つ
い
て
」
（
♀5
0
5
E
p
q
g

仏
宮
R
E
g
o
m
百
円
g
m
）
、
第
十
四
章
「
主
人
と
召
使
い
に
つ
い
て
」
（
♀

冨
g
g
吋
戸
口
仏
∞O
H
g
E
）
、
第
十
五
章
「
夫
と
妻
に
つ
い
て
」
（O
同
国
g
g
E
S

島
司
氏
。
）
、
第
十
六
章
「
両
親
と
子
供
に
つ
い
て
」
（
♀

M
M
P
Eロけ
S

仏
C
Y－
－
仏
）
、
第
十
七
章
「
後
見
人
と
被
後
見
人
に
つ
い
て
」
（
2
c
g

昼

g
g

仏
当

R

色
、
第
十
八
章
「
法
人
に
つ
い
て
」

（O
同
C
O吋
宮
5
2
8
m
）
の
一
八
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。

こ
の
内
、
福
津
は
当
面
の
我
国
に
と
っ
て
、
必
要
な
、
そ
し
て
『
西
洋
事
情
』
に
お
い
て
取
り
分
け
繰
り
返
し
説
明
が
必
要
と
考
え

365 

た
観
念
、
即
ち
「
自
由
」
観
念
の
整
合
的
な
い
し
法
学
的
理
解
に
役
立
ち
う
る
と
み
た
第
一
章
「
個
人
の
絶
対
権
に
つ
い
て
」
の
所
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を
翻
訳
紹
介
し
て
、

366 

『
西
洋
事
情
』
第
二
一
編
の
「
備
考
」
の
一
っ
と
す
る
。
そ
の
内
訳
は
「
英
国
人
民
の
自
由
」
（
国
高E
5
5
0
E
S

）
、

「
一
身
を
安
穏
に
保
す
る
の
通
義
」
（
司
角85
H
B
g
z
q
）
、
「
一
身
を
自
由
に
す
る
の
通
義
」
（p
a
s
p
－
ロ
Z
Z

之
、
「
私
有
を
保
つ

の
通
義
」
（P
8
0
司
伸
之
、
「
比
通
義
を
達
す
る
所
以
の
安
心
を
論
ず
」
（
F
g
号
5
2

吋
5
0
m
O吋
釘
広
田
）
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
福
津
が
「
初
編
」

の
「
備
考
」
の
「
政
治
」
の
と
こ
ろ
で

「
政
治
に
三
様
あ
り
。
日
く
立
君
竹
村
、
礼
楽
征
伐
一
君
よ
り
出
づ
。
日
く
貴
族
合
議
灯
一
円
以
ト
、
国
内
の
貴
族
名
家
相
集
て
国
政
を
行
ふ
。

日
く
共
和
政
治
り
州
打
門
地
貴
賎
古
論
ぜ
ず
人
望
の
属
す
る
者
を
立
て
込
主
張
と
な
し
国
民
一
般
と
協
議
し
て
政
を
な
ア

と
述
べ
て
、
政
治
の
三
形
態
が
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
て
は
混
合
し
て
い
る
が
故
に
ご
種
無
類
の
制
度
な
り
」
と
論
じ
て
い
る
所
を
プ

<3
)

に
お
け
る
英
国
憲
法
讃
美
か
ら
の
援
用
と
い
う
説
も
考
え
ら
れ
な
く
は

ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
の
「
序
一
一
一
口
」

：
、

0

4
／
川
、U

し
か
し
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
ヘ
行
つ
て
の
聞
見
に
基
づ
い
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
直
接
本
書
に
基
づ
い
て
い
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

事
実
写
本
『
西
洋
事
情
』
（
慶
応
二
年
以
前
刊
）
を
み
て
も
「
レ
ピ
ュ
プ
リ
l

キ
」
を
「
門
地
貴
賎
を
論
ぜ
ず
人
望
の
属
す
る
者

即
所
謂
合
衆
政
治
な
り
」
と
か
「
ア
ウ
ト
ク
ラ
シ
」
を
「
主
君
独
裁
の
義
に
て
、
只
国
君
一
人
の
意

(4
) 

に
随
て
号
令
す
る
を
云
ふ
」
と
論
じ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
同
名
口
宮
山0．
ゃ
メ
巳

S
E
q

．
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
本
書
に
は
記
さ

れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
「
初
編
」
の
「
備
考
」
に
あ
る
「
立
君
」
の
二
形
態
即
ち
「
立
君
独
裁
一
げ
は
ポ
」
や
「
立
君
定
律
わ
り
川
村

チ
ュ
l

シ
ョ
ナ
ル
」
の
区
分
や
名
称
も
＊
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
そ
れ
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
あ
る
英
国
憲
法
讃
美
は
む

を
立
て
主
長
と
為
す
を
云
ふ
。

し
ろ
間
見
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

福
津
が
「
初
編
」
の
「
備
考
」
で
英
国
憲
法
讃
美
を
行
っ
た
こ
と
は
、
つ
ま
り
「
英
国
の
政
治
は
、
三
様
の
政
治
を
混
同
せ
る

一
任
骨
一
野
川
小
机
町
長
な
げ
一
と
肯
定
的
評
価
を
下
し
て
い
る
こ
と
は
後
に
『
英
国
議
事
院
談
』
（
寸
勾
ハ
が
年
）
を
刊
行
す
る
こ
と
に
も



な
る
の
で
あ
る
が
、

(6
) 

に
み
ら
れ
る
讃
美
を
訳
出
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
こ
の
部
分

し
か
し
、
こ
れ
も
守
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
「
序
号
一
口
」

は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
チ
ュ

l

タ
！
と
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
指
導
し
た
ジ
ェ
レ
ミ

l

・
ベ
ン
サ
ム
（
F
2
5
匂
回
S
S
S
M
－
見
お

l
H
g
N）
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
、

ベ
ン
サ
ム
は
こ
の
批
判
書
『
政
府
論
断
片
』
（
』
『
高
室
内
三
g
c
g
3

さ
え
）
に
よ
っ
て
功
利
主
義

の
祖
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
が
批
判
し
た
項
目
は
、
政
体
の
形
成
・
イ
ギ
リ
ス
憲
政
・
法
制
定
の
至
上
権
力
の
権
限
及
び
義

務
で
、
原
版
の
四
七
ペ
ー
ジ
か
ら
五
三
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
の
頁
数
に
し
て
わ
ず
か
七
頁
に
す
ぎ
な
い
。

福
津
は
正
に
ベ
ン
サ
ム
が
史
上
そ
の
名
を
残
す
契
機
と
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
翻
訳
紹
介
せ
ず
、
「
初
編
」
の
「
備
考
」
に
先

に
ふ
れ
た
よ
う
に
わ
ず
か
に
開
見
に
基
づ
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
英
国
憲
法
讃
美
の
実
質
的
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。
ベ
ン
サ
ム
に

福津諭吉とW ・ブラックストン『イングランド法釈義』

よ
れ
ば
、
こ
の
イ
ー
ジ
ー
・
ゴ
l
イ
ン
グ
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ァ
ー
に
よ
る
英
国
憲
法
讃
美
は
自
然
法
下
で
の
社
会
契
約
と
同
様
う
ん
ざ
り

(8
} 

す
る
も
の
で
虚
構
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
問
題
は
む
ろ
ん
こ
こ
で
の
課
題
で
は
な
い
が
、
福
津
に
と
っ
て

ベ
ン
サ
ム
が
批
判
し
た
意
味
で
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
批
判
は
出
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
期
の
福
津
は
自
然
法
論
及
び
自
然
権
思

想
を
唱
え
て
い
る

e

フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
こ
そ
導
入
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
考
え
こ
そ
福
津
に
と
っ
て
肝
要
で
あ
り
、

理

解
導
入
が
可
能
に
し
て
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
福
津
は
具
体
的
に
「
個
人
の
絶
対
権
に
つ
い
て
」
を
ど
の
よ
う
に
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
論
理
を

辿
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
福
津
は
冒
頭
に
お
い
て
「
固
律
」
（
g
g

笠
宮
－
v

乏
が
「
人
民
の
身
を
処
し
交
を
結
ぶ
の
規
則
」

2
2
z
a

号
店

g
E
5
C

で
あ
っ
て
「
正
理
を
勧
め
邪
悪
を
禁
ず
る
も
の
」
（
g
呂
田
宮
門
店
記
者
宮
ご
m
z
s
？
自
色
胃
。
z
g

日
出
向
調
印H己
目
白
書

S

品
川
）
で
あ
る
が
故

に
「
国
の
法
律
を
論
ず
る
の
大
網
領
」
（
5
0

宵
宮
号
M
1
S
仏
耳
目
宮
山
富
－
。Z
2
z
a
F
O
E
S

が
「
理
非
を
弁
ず
る
」
（
出
呂
田
、
吋
∞

g
仏

当
H
H
O
Zの
∞
）
こ
と
に
在
る
と
紹
介
す
る
。
そ
し
て
「
正
理
」
（
別
呂
田
寸
∞
）
が
「
人
の
通
義
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
人
の
身
に
係
る
」

367 
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と
こ
ろ
の
二
身
の
通
義
」
（
己
5

立
も
な
《
官
3
0
2

）
と
「
所
有
の
物
に
係
る
」
と
こ
ろ
の

368 

「
物
の
通
義
」
（
同
窓1
1
目
的
ミ
S
2
2）

と
に
区
分
さ
れ
、
「
邪
悪
」
（3
8

官
）
が
「
私
悪
」
（
も
玄
室
町
さ
せ

g
q

白
）
（
「
一
人
の
利
を
害
し
た
る
罪
」
（
宮
町
内
自
民
江
口
哲

5
0己

g
E

匂

。
同
宮
ユ
宣
伝
司
吋
目
的Y
F
8
5
0
5

宮
内
出
〈E
g
z
s
q

〉
）
と
「
八
ム
悪
」
（
吉
宗
白
8
3

ミ
白
）
（
「
天
下
の
公
法
を
犯
し
衆
人
の
害
を
為
し
た
る
罪
」

（
宮
町
内9
宵
g
o
y
邑
肉
S
O
B

－
n
z
z
E
o

是
E
m
－
民
同5
5
0
5
o
z
g
E
B
S

日
々
）
）
に
区
分
さ
れ
、
尚
後
者
は
前
者
を
必
然
的
に
含

む
と
福
津
白
か
ら
の
考
え
を
割
注
に
よ
っ
て
補
い
つ
つ
紹
介
し
、

イ
ギ
リ
ス
法
の
四
項
目
を
付
ご
身
の
通
義
を
説
き
其
得
失
を
論

ず
」
（
凶
ー
と
ミ
q
F目
白
。
同
日
足
立
。
ま
～

d
i
p
s
o
g
S
5
4

司
F
o
g
s
s
o
v
z
m
川y
g

自
宅
宮
市

5
2

忠
告
可
包

2
E
m

甘
い
、
白
「
物
の
通
義
を
説

き
其
得
失
を
論
ず
」
（
司
君
主
ぬ
と
白
久
を
お
宮
～
d
弔
問H
F
F
O
B
g
g

巴
g

え
宮
古

E
Z
S

仏
吉
田
山
口m
s
o
g
－
－
己
「
常
法
を
害
す
る
私
悪

を
説
き
之
を
改
め
て
正
に
帰
せ
し
む
る
所
以
を
論
ず
」
〈
司
氏
g

宮

3
0

ロ
官
－
S
a
a
－
－
E
吉
宮
田
一
三
吾
5
0
5
8
5
0

同
居
品
店
回
目
宮
内
F
O
B

S
H
担
当
・
）
、
制
「
八
ム
悪
の
大
罪
を
説
き
之
を
刑
し
て
禍
を
防
ぐ
の
所
以
を
論
ず
」
（
可
曲
←
窓
口
言

S

予

S
E
5
2
9
E
E
E
0
5
2
5
E

一

d『
S
F
O
E
S
S

。
J
吋
0
4
8

丘
8
8
C
S
Z
E
E

－
）
と
し
てl
l

そ
し
て
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
四
分
冊
の
各
々
の

注
解
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
｜
｜
「
一
身
の
通
義
」
が
「
天
下
の
衆
人
各
々
皆
こ
れ
を
達
す
可
き
の
理
」

2
5
ミ
3
2
0
q

。
5
8

ロ
）
で
あ
っ
て
、

「
人
間
当
務
の
職
分
」
（
丘
誌
を
芯
白
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
人
の
身
」

に
「
天
然
」
（
ロP
E
E

－
宮
5
8
m

）H

自
然

人
と
「
人
為
」
官
ユ
5
0
E

）
〔
宮
2
8

田
〕H

法
人
と
の
別
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
前
者
が
「
天
よ
り
生
じ
た
る
俸
の
身
」
（

5
0
白
色
え

g
z
g

同
。
『
白
色g

）
で
あ
り
、
後
者
が
「
同
社
又
は
政
府
を
建
る
が
為
め
人
智
を
以
て
法
律
を
設
け
、
比
法
律
に
従
て
進
退
す
る
も

の
」
（2
8

宮
内
凶n
包
含

i
g

内
回
答
｝
同
区
E
S
F
d

司
白
内
。
吋
答
。
宮
司
吉
田oa
g
o

目
。
司
自
仏
内0
4
0
5
5
3

乙
で
あ
る
と
翻
訳
紹
介
す
る
。

次
い
で
「
一
身
の
通
義
」

に
「
有
係
」
（
吋O
F
S
g
）
と
「
無
係
」
（
S
g
E

由
）
と
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
前
者
を
「
世
俗
に
居
り
世

人
と
交
り
て
互
に
関
係
す
る
所
の
通
義
」
（
宮
a
r
E
S
F
O
E
S
B
o
s
g
z

ぇ

8
0
目
。
夕
日
仏
m
g
z
z
m宮

g
Z
2
Z

吋
己
主
。g
g
g
o
y

。
5
0
吋
）
と
し
、
後
者
を
「
只
一
人
の
身
に
属
し
他
に
関
係
な
き
も
の
」
（
若
宮
1
9
E
P
E
g

－
。
ぉ
g
B
E

ロ
巳
号

S
o
p
s
o
吋
巴
匂g

一
三
一
ー



丘
含
巴
m
。
吋
回
目
出
向
日
。
匂

2
8

ロ
回
）
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
無
係
の
通
義
」
を
翻
訳
紹
介
す
る
。
福
津
に
と
っ
て
こ
の
時
く
り
返
し
説
明
を

要
す
る
い
み
で
重
要
で
あ
っ
た
「
自
由
」
と
か
「
権
利
」
の
観
念
が
整
合
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
や
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
こ
の
箇
所
は

正
に
そ
れ
だ
け
に
大
切
に
思
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
無
係
の
通
義
は
人
の
天
賦
に
属
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
天
下
の
衆
人
、
世
俗
の
内
に
交
る
も
の
も
、
又
は
世
俗
の
外
に
特
立
す
る
も
の
も
、

（
叩
）

均
し
く
共
に
比
通
義
を
達
す
可
き
理
な
り
」

と
個
人
の
絶
対
権
が
正
に
自
然
権
と
し
て
、

つ
ま
り
天
賦
人
権
と
し
て
把
握
さ
れ
て
翻
訳
紹
介
さ
れ
、
「
国
法
」
が
「
世
俗
の
交
際

上
に
就
て
の
み
施
行
す
る
」
（
。
巳
匂
ぎ2
2
g
o
s
o
g
Z
1
2
弓

a
E
S
W

山
口P
E
S
q
R
O
E
o
g
g
g

え

g
a
oミ
）
も
の
で
あ
っ
て

福津諭吉とW ・ブラックストン『イングランド法釈義』

「
一
身
の
職
分
に
関
係
せ
ず
、
只
世
俗
交
際
こ
の
職
分
を
責
む
べ
き
の
み
」
（
g

吉
田
宮
o
g
s
g

ロ
g
g
d
i
F
S
U
1
Z
仲
田
宮
山
巳
ミ
吋
O
H
4

伊
件
目
』
1
0
含
2
0
m・
）
と
紹
介
す
る
。
従
っ
て
福
津
自
身
の
要
約
に
従
え
ば
「
必
ず
其
人
に
属
す
る
も
の
に
て
、

義
は
動
か
す
可
ら
ざ
る
も
の
」
が
「
人
生
の
通
義
」
な
の
で
あ
る
。

且
国
法
に
在
て
も
人
の
通

」
う
し
て
福
揮
は
自
然
権
思
想
の
何
物
た
る
か
を
理
解
導
入
し

そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
次
に
明
確
に
翻
訳
紹
介
す
る
。

「
人
生
無
係
の
通
義
」
は
「
人
生
天
賦
の
自
由
」
（S
O
B
E
s

－
－
日Z
ユ
匂
氏
自

S
E
E

）
で
あ
り
、
そ
の
「
自
由
」
が
「
我
心
に
可
な

そ
れ
が
ま
た
市
民
的
自
由
の
根
基
で
あ
り
、

り
と
思
ふ
所
に
従
て
事
を
為
す
」
〈
P

宮
司
向
。
片
足
管
内

S
8
0
5
E
S
3

）
こ
と
で
、

し
か
も
そ
の
規
準
が
「
天
地
の
定
理
」
（
5
0

F
d司
。
同
g

許
可
。
）
H

自
然
法
に
則
っ
て
お
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
以
外
は
「
分
喜
も
敢
て
束
縛
せ
ら
る
ふ
こ
と
無
く
、
分
一
竜
も
屈
撰
す
る

こ
と
無
し
」
（
当5
5
巳

S

匂

g
a
g

宮
件
。
吋
g
E
g
H
）
で
あ
る
こ
と
を
福
淳
は
紹
介
す
る
。
但
し
、

「
人
と
し
て
既
に
世
俗
人
間
の
交
際
に
加
は
る
と
き
は
、
此
交
際
上
よ
り
し
て
我
に
得
る
所
の
恵
沢
稗
益
も
亦
大
な
れ
ば
、
之
を
償
ふ
が
為
め

（
日
）

に
天
の
賦
与
せ
る
一
身
の
自
由
を
も
柳
か
は
棄
却
す
る
所
な
か
る
可
ら
ず
」

369 

と
し
て
、

正
に
人
が
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
に
入
る
時
、

人
は
自
然
的
自
由
の
一
部
を
放
棄
し
て
、
実
定
法
を
設
け
、

そ
れ
に
従
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う
論
理
を
述
べ
る
。
「
我
自
由
の
一
部
を
棄
て
斗
世
間
の
規
矩
に
従
ひ
、
以
て
其
恵
津
を
被
る
」
と
福
津
自
身
再
確
認
の
意
味
も
あ

370 

っ
て
か
そ
れ
を
続
い
て
要
約
す
る
。
然
し
な
が
ら
そ
の
放
棄
す
る
自
由
は
、
や
は
り
福
津
の
説
明
で
あ
る
が
「
我
自
由
を
棄
る
に
似

た
り
と
難
ど
も
、
其
実
に
棄
る
所
」
は
「
蛮
野
人
民
の
自
由
」
（
豆
E
S

仏
g
g

窓
口
宮
ユ
匂
）
で
あ
っ
て
、
福
津
自
身
の
割
注
に
従
え

ば

「
居
慮
定
ま
ら
ず
、
眠
食
恒
な
く
、
無
知
無
学
を
以
て
自
ら
安
定
し
、
世
間
風
俗
の
何
様
た
る
も
知
ら
ず
、
議
爾
と
し
て
生
涯
を
送
る
も
の
を

云
ふ
」

<uv

も
の
で
あ
っ
て
「
文
化
の
盛
な
る
世
界
に
在
て
は
許
さ
ど
る
所
の
自
由
な
り
」
で
あ
る
。

こ
う
し
て
自
然
法
の
支
配
す
る
自
然
状
態
下
に
あ
っ
て
自
然
権
を
行
使
す
る
の
は
良
い
が
、
そ
こ
に
は
然
し
な
が
ら
文
化
が
な

し
か
も
「
大
凡
軽
重
大
小
の
分
を
解
す
る
の
人
は
、
我
一
身
の
随
意
を
達
せ
ん
が
為
め
、

妄
り
に
威
力
を
違
ふ
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
無
る
ベ
し
」
で
あ
っ
て
「
若
し
一
人
斯
の
如
く
な
ら
ば
他
人
も
亦
各
々
其
力
を
違
ふ
し
、

互
に
随
意
を
以
て
相
争
ひ
、
遂
に
は
生
霊
の
依
頼
す
る
所
な
き
に
至
る
べ
し
」
と
な
っ
て
、
平
和
な
自
然
状
態
が
、
各
人
の
力
と
力

く
、
憲
爾
と
し
て
生
涯
を
送
る
の
み
で
、

と
の
争
い
に
よ
っ
て
不
安
定
に
な
り
、
人
生
の
放
縦
さ
は
あ
り
え
て
も
、
個
人
の
安
全
が
な
く
、
各
人
の
個
有
の
権
利
・
自
由
の
伸

長
は
不
可
能
と
な
る
故
、
実
定
法
を
設
け
て
社
会
を
作
り
、
そ
こ
に
あ
っ
て
始
め
て
市
民
的
自
由
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
論
理
を
次

に
紹
介
す
る
。

「
故
に
慮
世
の
自
由
と
は
人
々
比
世
に
処
し
て
、
其
世
俗
人
間
中
の
一
人
た
る
身
分
を
以
て
受
け
得
た
る
所
の
自
由
な
れ
ば
、
天
賦
の
自
由
に

人
為
の
法
を
加
へ
て
梢
々
其
趣
を
変
じ
、
以
て
天
下
一
般
の
利
益
を
謀
り
た
る
も
の
な
り
。
之
に
由
て
考
ふ
れ
ば
、
法
律
を
設
け
て
人
を
害
す

（
ロ
）

る
の
罪
を
制
す
る
は
、
其
状
或
は
人
の
天
賦
の
自
由
を
減
ず
る
に
似
た
れ
ど
も
、
其
実
は
之
に
由
て
大
に
処
世
の
自
由
を
増
加
せ
り
。
」

<mv

む
ろ
ん
、
法
の
名
の
下
で
「
人
民
の
意
志
を
束
縛
す
る
も
の
は
、
皆
之
を
暴
政
と
云
て
可
な
り
」
で
あ
り
、

さ
ら
に
み
だ
り
に
人



を
動
揺
さ
せ
る
も
の
も
「
人
の
自
由
を
妨
る
の
法
」
宏
司
白
色g
可
g
t
s

ぇ

5
0
ユ
匂
）
と
化
す
と
述
べ
て
、
国
民
の
意
志
、
感
情
を

尊
重
し
な
い
法
が
法
に
価
し
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。
む
し
ろ
法
を
設
け
る
こ
と
は
一
般
の
自
由
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
ま
た
国
の
独
立
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
「
法
律
に
由
り
一
人
の
進
退
を
処
す
れ
ば
随
て

福津諭吉とW ・プラックストン「イングランド法釈義』

天
下
一
般
の
利
を
生
ず
べ
き
確
実
の
着
見
あ
ら
ば
、
人
も
亦
私
心
を
去
り
些
少
の
意
見
を
屈
し
て
更
に
天
下
の
要
事
た
る
一
般
の
自

由
を
存
せ
ざ
る
可
ら
ず
」
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
こ
そ
、
「
一
国
独
立
の
風
俗
を
助
る
」
（
げ
匂
田
喜
宮
ユ
宮
岡
岳
己
目

S
F
a
m
室
。

$
予
当

z
o
y
巳
S
O
S

ロ

m
宮
号
。
。
号
宮
含
宮
昆
8
2

・
）
も
の
で
、
「
国
法
を
設
く
る
に
慎
思
小
心
を
加
る
と
き
は
、
決
し
て
人
の
自
由
を

〈
加
）

妨
る
に
あ
ら
ず
」
で
あ
っ
て
「
却
て
自
由
に
導
く
の
端
こ
れ
よ
り
生
ず
可
し
」
な
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
「
試
に
見
よ
、
世
界
万
園
、

（
幻
）

法
律
を
設
け
ず
し
て
普
く
人
民
の
自
由
を
存
す
る
も
の
も
あ
る
乎
」
宕
Z
2
5
2
0

日m
g
F
F
F

向
。

z
g

号
。
色
。
戸
）
と
福
津
が

力
点
を
お
い
て
名
訳
し
て
い
る
如
き
な
の
で
あ
る
。
政
府
の
設
立
根
拠
も
「
人
民
を
し
て
身
弱
か
ら
其
身
を
持
し
て
処
世
の
自
由
を

保
た
し
む
る
」
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
天
下
一
般
の
大
利
を
謀
り
、
其
軽
重
に
従
て
一
人
の
身
を
制
し
其
進
退
を
御
す

る
も
亦
妨
な
し
」
と
い
う
論
理
は
、
た
ん
な
る
国
家
功
利
主
義
で
は
な
い
。

こ
れ
が
「
政
府
の
体
裁
」
（
号
5
a

問
。g
g
B
8
5

と
「
国
民
の

自
由
」
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
並
存
す
る
こ
と
を
紹
介
し
、
「
英
国
人
民
の
通
義
」
（
3
0
5
8
Z
Z

島
・

こ
う
し
て
福
津
は
「
人
民
の
通
義
」
が
「
一
身
の
自
由
」
で
、

を
次
に
紹
介
す
る
。

そ
れ
は
福
津
の
そ
の
後
の
自
由
な
い
し
人
権
観
念
の
、

可
侵
不
可
決
の
自
然
権
で
あ
る
。
即
ち

あ
る
い
は
市
民
的
自
由
の
構
成
内
容
と
し
て
定
着
す
る
最
小
限
度
の
、

不

「
国
民
一
身
の
自
主
自
由
な
れ
ど
も
、
畢
寛
天
下
の
公
利
を
謀
て
私
利
を
去
り
、
天
賦
自
由
の
棄
つ
可
き
を
棄
て
、
以
て
一
身
に
残
れ
る
所
の

〈
包
）

自
由
あ
り
、
或
ぽ
又
一
身
天
賦
の
自
由
を
棄
て
し
其
代
と
し
て
、
更
に
得
た
る
所
の
処
世
の
自
由
あ
り
」

371 
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と
し
て
、
第
一
に
「
身
を
安
穏
に
保
護
す
る
の
通
義
」
（
匹
。
ユ
内
Z
O

片
岡5
a
s
p
－
g
g
Z

乏
を
、
第
二
に
「
身
を
自
由
に
す
る
の
通

372 

義
」
（F
o
z
m
z
。
同
匂R
E
S

－
5
0
ユ
匂
）
を
、
そ
し
て
第
三
に
「
私
有
を
保
つ
の
通
義
」
（
吾
o
z
m
z
。
岡
田
）
ユ
g
g

切
さ
宮
ユ
匂
）
を
あ
げ
、

こ
の
一
二
箇
条
こ
そ
「
人
生
天
賦
の
自
由
」
（58

．
m
ロ
P
E
E

－
守
2
4

ユ
ロ
）
な
の
で
あ
る
。
「
蛮
野
人
民
の
自
由
」
を
自
然
的
自
由
か
ら

差
し
引
い
た
も
の
が
「
人
生
天
賦
の
自
由
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
十
全
の
保
障
が
正
に
「
処
世
の
自
由
」
（
丘
丘
二
B
E
E
t
g

）
の
保

障
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
自
然
法
の
支
配
す
る
自
然
状
態
下
で
は
、
自
然
権
の
各
人
の
行
使
に
伴
っ
て
起
こ
る
平
和
を
脅
か
す
不
安
な
状
態
に
な

る
故
、
自
然
権
の
一
部
を
放
棄
し
て
、
残
余
の
自
然
権
の
保
障
を
政
府
の
設
立
、
ひ
い
て
は
政
治
社
会
の
結
成
に
よ
っ
て
、
実
定
法

を
設
け
て
よ
り
確
実
な
も
の
に
し
、
市
民
的
自
由
が
保
障
さ
れ
る
社
会
を
作
る
と
い
う
論
理
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
を
自
ら
注
で
以

て
明
記
し
て
い
る
様
に
周
知
の
如
く
社
会
契
約
説
の
完
成
者
と
い
わ
れ
る

J

・
ロ
ッ
ク
『
統
治
二
論
』
（
r
g

ピ
岳

0
・
同1
8
0守
主
設

ミ
ロ
ミ
問
、
お
さ
四
三
・
5
c
∞
）
第
二
論
文
に
依
拠
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
法
解
釈
の
哲
学
的
背
景
は
、
彼
固
有
の
も
の
で
は
な

〈
お
）

く
、
そ
の
自
然
法
観
は
大
陸
自
然
法
論
者
、
特
に
ブ
ル
ラ
マ
キ
（
回
母

F
5
2
E
・
5
2
1

弓
お
）
に
よ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ

（
お
〉

で
の
論
理
は
ロ
ッ
ク
に
全
く
依
拠
し
て
い
る
。
但
し
、

ロ
ッ
ク
が
独
立
の
章
と
し
て
設
け
て
い
る
戦
争
状
態
の
叙
述
は
省
略
さ
れ
て

い
る
し
、
自
然
法
の
判
定
権
・
執
行
権
の
論
理
的
文
脈
は
や
は
り
省
略
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
大
枠
は
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
お

り
、
従
っ
て
間
接
的
に
福
津
は
こ
う
し
た
ロ
ッ
ク
の
政
治
原
理
を
学
び
と
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
ロ
ッ
ク
が
自
然
権
を
正

に
固
有
権
と
し
て
、
そ
の
構
成
内
容
を
生
命
・
自
由
・
財
産
と
し
た
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、
そ
れ
を
導
入
し
な
が
ら
も
、
そ
の

解
説
は
ロ
ッ
ク
の
そ
れ
よ
り
微
細
で
あ
る
。
こ
れ
は
福
津
の
そ
の
後
の
思
想
を
み
る
上
で
、
や
は
り
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
次
に
そ

れ
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
ロ
ッ
ク
の
い
う
「
生
命
」

2
2
）

に
相
当
す
る
も
の
は
「
身
を
安
穏
に
保
護
す
る
通
義
」
で
「
生
命
を
保
ち
、

四
肢
を
保
ち
、



身
体
を
保
ち
、
健
康
安
寧
を
保
ち
、
名
声
面
白
を
保
つ
を
云
ふ
」
（p
u
司
君
ロ
ぽ
］
。
品
川
巴
伊
豆SE
0
3

ロ
写
色
。
ロ
守
吋5
0与
え

E
由
民
F

｝
阿
佐
ロ5
F
E
m
g

身
・
E
m
Z
巴
F
S

門
田
町
宮
司8
5
9
2。
一
ロ
）五
項
目
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

第
五
番
目
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る

こ
の
間
、

「
名
声
面
白
」
は
「
他
の
無
礼
誹
誇
を
防
て
、
我
面
白
を
守
り
我
名
声
を
保
つ
は
、
天
然
の
正
理
な
れ
ば
、
人
々
此
理
を
主
張
す
る
も

「
抑
々
人
と
し
て
一
身
の
面
白
を
失
ひ
其
名
声
を
落
す
と
き
は
、
決
し
て
他

義
に
於
て
妨
げ
あ
る
こ
と
無
し
」
で
あ
っ
て
、

、
（
幻
）

の
通
義
を
伸
ば
す
能
は
ざ
れ
ば
な
り
」
（
傍
点

l

筆
者
以
下
同
様
）
と
の
理
拠
に
よ
る
。

(mg 

を
も
っ
て
表
象
す
る
よ
う
に
な
る
が
、

こ
れ
は

の
一
つ
に

福
津
が
後
に
ロ
ッ
ク
的
三
位
一
体
人
権
観
念

こ
の
寺
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
福
津
の
紹
介
の
説
明
を

に
代
っ
て

「
栄
誉
」

「
自
由
」

福i宰諭吉とW ・ブラックストン「イングランド法釈義』

「
面
白
名
声
」
が
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
が
認
識
で
き
る
故
、
こ
の
「
面
白
名
声
」
根
拠
が
、

(
mU

) 

福
津
の
そ
の
後
の
人
権
観
念
の
深
化
展
開
に
一
つ
の
参
考
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。

次
に
「
自
由
」
で
あ
る
が
l
l

こ
の
場
合
の
そ
れ
は
人
権
の
構
成
要
素
と
し
て
の
「
自
由
」
で
、
狭
義
の
そ
れ
で
あ
る

o
l

－
－
そ

み
れ
ば
、
他
の
諸
権
利
に
比
し
て
、

れ
は
「
一
身
の
自
由
は
元
来
人
と
し
て
天
然
に
備
は
る
所
の
通
義
に
し
て
、
之
を
存
す
る
は
尚
其
安
穏
を
保
つ
の
理
に
異
な
る
な

し
」
で
あ
っ
て
、
「
生
命
」
と
同
様
「
自
由
」
が
重
ん
じ
ら
れ
、
付
与
せ
ら
れ
、
保
護
さ
れ
る
自
然
権
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
従

っ
て
そ
れ
は
「
決
し
て
妄
に
人
の
自
由
を
抑
制
す
る
こ
と
な
し
」
で
「
仮
令
官
府
の
意
を
以
て
人
を
制
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
国
律
の

（
ぬ
）

許
さ
父
る
所
は
之
を
施
行
す
る
を
得
ざ
る
な
り
」
で
あ
り
、
し
か
も
ご
身
の
自
由
を
保
護
す
る
は
国
の
為
め
に
一
大
緊
要
事
と
せ

り
」
（
。
ロ
唱
。
巳E
宮
ユ
S
0
0
2
5
0
Z
Z
H
O
E
5
0
胃
O由
。2
E

目
。H
H
a
s

－
田
宮g
o
g

－
－
忌
時
々
・
）
と
の
テ
ー
ゼ
と
そ
れ
が
不
可
分
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
正
に
一
身
の
自
由
が
一
国
の
独
立
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
と
の
考
え
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
福
津

の
「
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
」
と
の
『
学
問
の
す
ふ
』
第
三
編
み
討
す
に
お
け
る
テ

i
ゼ
の
一
つ
の
先
駆
的
思
想

そ
う
し
て
こ
の
「
自
由
」
は
福
津
に
と
っ
て
の
「
面
白
名
声
」
と
同
様
「
自
由
」
が
な
け
れ
ば

と
そ
れ
は
い
え
る
も
の
で
あ
る
う
。
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「
諸
般
の
通
義
一
時
に
廃
滅
す
ベ
し
」
（5
0
2
4
4
2
E
8
3
g
g
g

仏
え
巴
】
。

5
2
1
5
2
S

仏
5
5
5
E
2

・
）
と
な
る
の
で
あ
る
。
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で
そ
れ
は
「
各
人
私
に
有
す
る
所
の
物
を
、
其
人
の
自
由
に
従
て
之
を
用
ひ
、
自
由
に
之
を
処
し
、
自

由
に
之
を
栄
み
、
国
の
法
律
を
取
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
分
竜
も
敢
て
他
の
抑
制
を
受
け
ざ
る
と
云
ふ
」
で
あ
る
。
こ
の
保
護
が
元
々

そ
れ
は
ま
た
「
至
大
至
重
の
も
の
」
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
貴
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
「
仮
令
全

（
お
）

一
人
の
私
有
を
害
す
る
こ
と
は
敢
て
之
を
為
さ
ず
」
な
の
で
あ
る
。
然
も
「
天

374 

第
三
は
「
私
有
の
通
義
」

「
国
法
の
主
意
」
で
あ
っ
て
、

国
人
民
の
大
利
を
起
す
べ
き
事
件
あ
り
と
雌
ど
も
、

下
衆
庶
の
公
利
」
（
吉
富
山
。
ロ
8
0
出
回
日
々
）
の
為
と
雄
も
「
一
人
の
私
有
を
強
奪
す
る
を
得
ざ
る
」
（

5
0
8
0
『
包
宮
島
日
同
耳
目
。F
E
O

『
百
・

そ
れ
は
国
の
防
衛
、
政
府
の
維
持
の
為
の
税
の
取
り
立
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
国
民
の
同
意
に
依
ら

な
け
れ
ば
そ
れ
を
拒
否
し
う
る
し
、
国
王
の
特
権
で
以
っ
て
そ
れ
を
断
行
す
る
場
合
、
そ
れ
は
「
曲
事
」
（
巴
品
巴
）
H

違
法
な
の
で

同
｝
ユ
g
Z
H
g
宮
ユ
匂
）
で
あ
る
。

あ
る
。

以
上
の
如
く
福
津
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
「
各
人
備
有
す
る
一
身
無
係
の
通
義
」
を
翻
訳
紹
介
す
る
が
、
但
し
．
こ
れ
ら
の
羅
列

の
み
で
は
、
言
い
換
え
れ
ば
自
然
権
条
項
の
み
で
は
、
市
民
的
自
由
の
説
明
の
み
で
は
、

そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
を
も
、

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
か
ら
学
び
と
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
翻
訳

し
か
も
そ
の
場
合
、

す
る
の
で
は
な
く
、
福
津
な
り
の
工
夫
を
施
し
て
紹
介
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
福
津
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
が
い
み
じ
く

も
「
人
及
び
市
民
の
権
利
宣
言
」
と
銘
う
っ
た
様
に
「
人
」
（
Z
E
E
O
）
と
し
て
の
権
利
は
同
時
に
「
市
民
」
宣
言
ヨ
ロ
）
と
し
て
の
権

利
を
有
し
な
け
れ
ば
、
人
と
し
て
の
権
利
は
お
よ
そ
全
う
で
き
な
い
こ
と
を
や
は
り
法
学
的
か
っ
－
論
理
的
に
学
び
と
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
市
民
的
自
由
に
対
し
て
政
治
的
自
由
の
問
題
が
登
場
す
る
。
正
に

「
国
の
政
治
を
明
に
し
．
他
の
細
目
に
係
る
通
義
を
存
し
て
国
民
に
付
与
し
、
以
て
＝
一
綱
の
大
義
を
助
け
之
を
保
護
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
法
律

（
鈍
）

も
亦
一
片
の
廃
紙
に
属
し
、
正
義
の
名
あ
り
て
其
実
は
無
益
な
る
ベ
し
」

な
の
で
あ
る
。



」
の
。
フ
ラ
ッ
グ
ス
ト
ン
の
政
治
か
自
由
へ
の
視
点
、つ
ま
り
補
助
的
・
従
位
的
権
利
に
つ
い
て
の
福
津
の
翻
訳
紹
介
は
然
し
こ
の

期
の
福
津
の
思
想
を
考
え
る
上
で
極
め
て
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
原
文
と
福
、
揮
の
翻
訳
紹
介
と
を
直
接
対
照
に

付
し
て
提
示
し
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。

福津諭吉とW ・ブラックストン『イングランド法釈義』

（1
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
西
欧
政
治
思
想
の
摂
取
と
そ
の
展
開
と
に
関
す
る
一
考
察
｜
｜
普
遍
的
人
権
の
原
理
を
中
心
に

l
l

」
（
『
法

学
研
究
』
第
五
三
巻
第
二
号
）
六
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
尚
、
本
稿
は
こ
の
拙
稿
を
一
部
補
う
も
の
で
あ
る
。

（2
）
『
全
集
』
第
一
巻
、
二
八
九
ペ
ー
ジ
。

（3
）
巴
S
E
g
g

－
L
E＆
・
・3
・
m
o！
日
・
参
照
。

（4
）
『
全
集
』
第
一
九
巻
、
一
七
七
ペ
ー
ジ
。

（5
）
『
全
集
』
第
一
巻
、
二
八
九
ペ
ー
ジ
。

（6
）
福
揮
は
「
例
言
」
で
デ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
氏
の
英
律
」
と
名
を
あ
げ
て
い
る
が
、
政
体
論
の
所
は
N
W
O
N
－
拍
『a
p
o
p
o
H恩
H句
5
F
t
m
m
h遣
さ
円
同
宣

s
d

に
依
拠
し
て
い
る
。

（7
）
回
8
5
n
g
－
P
2
5

ア
降
、

3
h
室
町
諮
問
。
誌
の
D
S
3
g
a
E
S
k
g
p

守
邑
言
及
。
S
H
O
H君
、
3

．
ま
守
円go
h
ミ
ミ
ミ
白
g
n

同
F
8
2目a
s
s
－
回g
ロ

E
P
E

ロ
w
d司
O
H
Y。
u
Q
o
z・
5
S
・
M
M・ω
「
参
照
。

（8
）
国
号
w
o
p
g『
回
吋
ロ
g
f

同
白
富
史
的os
q
c喧
ミ

a
s
s
p
m
o
gロ仏
国
円
四
日
S
o
p
o
u
a
o
a
m
5
5
0
9
R
g
eロ
ヲ
－
g
p
o
u印
。E
・
呂
田
・
匂
－H
g
p
N

参
照
。

（9
）
以
下
の
引
用
説
明
は
全
て
『
全
集
』
第
一
巻
、
四
九
三

l

五
O
二
ペ
ー
ジ
、
及
び
E
S
H
a
g
s
－
E
＆
・
3

・
ロ
ア
ロ
0
・
に
よ
る
。
以
下
特
に
重
要
と
思
わ
れ

る
引
用
項
目
に
つ
い
て
の
み
注
を
付
す
。
ま
た
。
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
福
津
が
紹
介
し
た
処
の
わ
が
国
の
解
説
と
し
て
、
内
田
力
蔵
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
『
個
人

的
自
由
の
権
利
』
に
つ
い
て
｜
｜
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
絶
対
権
』
の
観
念
を
中
心
と
す
る
覚
え
書
き
｜
｜
」
（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
基
本
的
人
権
』

第
四
巻
「
各
論
I
」
東
大
出
版
会
、
一
九
六
八
年
三
七
｜
一

O

二
ペ
ー
ジ
）
が
あ
る
。
ま
た
明
治
思
想
史
上
特
に
小
野
梓
（
す
一
位
計
市
立
川
ぎ
に
お
け
る

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
出
原
正
雄
「
小
野
梓
に
お
け
る
人
権
論
の
展
開
と
そ
の
特
質
」
（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
社
会
科
学
』
第
一
一
一

三
号
）
参
照
。

（
叩
）
同
右
、
四
九
四
ペ
ー
ジ
。
尚
、
原
文
は
凶
匂
5
0
与
g
z
g

主
事
官
品
目
昆
Z
E
E

－
回
当
面
g
o
p
ロ

p
g
o
d
司
広
島

m
g
g
E

芸
品
目
吋
胃
百
伊
弓
n
z

国
可
山
口
宮
田
仲
田
o
g
o
u
E
n
V
2
4
『
2
5
Z
H
O
ロ
m
H
0
5
0日
吋
宮g
o
a
g
o
g

－
匂
山
口
阿
世
田
g
z
a
S
E
E

－
S

仏
当
E
口
町
0
4
0
q
g
g
Z
E
E
－a
z
g

」
。
同

司

Z
5
2

。
与
え

m
o
a
o寄

s
z
p

．
（
回F
O
E
g
g
－
h
F注
・
匂
・
口
。
）
で
あ
る
。

（
日
）
同
右
、
四
九
五
ペ
ー
ジ
。
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u
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of 

his 
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 purchase. 
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Ibid. 

p. 
121) 
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ヨ
）
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出
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；
：
；
同
て
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＼
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医
科
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‘
F
o
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a
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,
 
that 
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o
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t
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gr
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；
同
－

1く
て
－

·.γ
医
科
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of 
w
h
i
c
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 is, 

that e
v
e
r
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other 

m
a
n
 w
o
u
l
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 also 

h
a
v
e
 the 

s
a
m
e
 p
o
w
e
r
;
 
a
n
d
 

t
h
e
n
 there 

w
o
u
l
d
 be 

no 
security 

to 
individuals 

in 
a
n
y
 of 
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e
n
j
o
y
m
e
n
t
s
 of 

life.’(
B

lackstone, Ibid., 
p. 

121. )
 \CJ必

心
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＇
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匝
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 m
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b
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a
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 m
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 f
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t
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o
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g
h
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natural, 
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m
a
n
k
i
n
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Ibid., 
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w
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o
u
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r
e
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d
o
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m
o
r
e
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portance.’ 
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122) 
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詩
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a
m
e
 
of 

government, that 
s
y
s
t
e
m
 of 

laws, 
is 

alone 
calculated 

to 
maintain civil 

liberty, 
w
h
i
c
h
 leaves 

the 
subject 

entire 
m
a
s
t
e
r
 of 

his 
o
w
n
 conduct, 

except in 
those 

points 
w
h
e
r
e
i
n
 the 

public 

g
o
o
d
 requires 

s
o
m
e
 
direction 

or 
restrain

t.’
(

B
lackstone, Ibid., 

p. 
122) 

t-' 
~
心
。

（
幻
）
程
理
署
醒
~
盤
。

『梢長逝込入hm弘、＼ハト、』

（
認
）

『4+l蝋
』
掠

1
制
’
困
干
毛
主

Jo（
一
、
。
医
科
笠
‘
T
h
e

rights 
themselves 

thus 
detined 

b
y
 
these 

several 
statutes, 

consist 
in 

a
 n
u
m
b
e
r
 

of 
private 

immunities; 
w
h
i
c
h
 will 

appear, 
f
r
o
m
 w
h
a
t
 has 

been permised,to 
be 

indeed 
no 

other, 
t
h
a
n
 
either 

that 
r
e
s
i
d
u
α
m
 
of 

natural 
liberty, 

w
h
i
c
h
 
is 

not 
required 

b
y
 the 

l
a
w
s
 of 

society 
to 

be 
sacrificed 

to 
publi

巴
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
;

or 
else 

those 
civil 

priｭ

vileges, 
w
h
i
c
h
 society 

hath e
n
g
a
g
e
d
 to 

provide, 
in 

lieu 
of 

the 
natural 

liberties 
so 

given u
p
 b
y
 individuals.’(

B
lackstone, Ibid., 

p. 
1
2
5
）
や
必
心
。

（
お
）

Barker, Ibid., 
p
心

129,
135. 

~
盤
。

（~） 
恥

1ト
示
、
κ
ム
入
~
且
示
、
は
ま
~
.
.
.
.
）
ド
H
f
i
l
~
Q
~
取
会
巳

l＼］毛...J\J
ム
時
Q
g
「
器
~
~
鍵
」
（
「
〈
制
単
暖
0
~
寝
輔
」
）

0
~
P
a
：
涜

r
w
i
定
蝶
」
（
「
〈
制
~
嵯
Qt唄

榔
」
）

Qt\-!兵
A.Jt定

剖
初
旬
ド
縄
’
J
ド
ム
子
。

1藍
t-'1♀ベ＇＂＇

o
~JQ.1{]~~

＼
＇
ム
ド
竺
宝
田
1
~
~
程
令
〈
’
同
川
て
ー
ら
~
f
a：。

（
~
）
 

『4+l蝋
』
掠
！
蜘
’
困
干
ミ
~
て
－
＇
.
γ

医
科
士
！

'The 
security 

of 
his 

reputation 
or 

g
o
o
d
 
n
a
m
e
 f
r
o
m
 the 

arts 
of 

detraction 
a
n
d
 slander, 

are rights to w
h
i
c
h
 e
v
e
r
y
 m

a
n
 is 

intitled, 
b
y
 reason a

n
d
 natural 

justice; since 
without these 

it 
is 

impossible 
to 

h
a
v
e
 the 

perfect 

e
n
j
o
y
m
e
n
t
 of 

a
n
y
 other 

a
d
v
a
n
t
a
g
e
 
or 

right.' 
(Blackstone, 

Ibid., 
p. 
130) 

：、
J

-

dヘh明、ぺ，小、．〉砕けア判精馳阻

（
お
）
程
嘩
翠
惇
嶋
監
。

（~） 
医
拭

..\.J土~~詳....）t-Jr{-~＇t!'
'f'¥ 

lト
示
、
κ
ム
入
’
誌
「
主
主
Q
t
塑
~
構
会

j走
E
←
越
さ
！
＇
判
長
官
~.C-J

..\.J距
離
も
寵
信
.
.
.
.
）
~t\-10

ぱ
民
主
婦
陣
営
’
「
§
r
m
明
札
」

Q
迫

以
内

J兵
士
よ

:lg-t::l¥' 
1
 1製
’
産
~
）
日
E
馳
0
~
~
吋

~·t!
「
命
者
全
会

l単
J
＼
＇
蝶
~
同
b
「
醒
世
量
制
母
か
み

l単
や
」
鍵
~
~
~
l
'
Q
_
fミ
心
J
ν
’
制
ピ
ト

1ト
示
、
κ
ム
λ
：
£
店
冷

ti~星

ム
ド
’

~
J
~
心
川
蝉

t!:lglと
←
の

11蝶
判
b
~
J
~
i
ミ
必
矧
て
的
根
組
震
は
迂
.
.
.
.
）

t-J杓
＼
®
~
回i田

~t-'~
ム
’

..\.J請書
:..J\J

ム
l'Q_fミ

必
J
ν
’
「
明
世
§
r
m
」
製

t!）
思
班
は
心
。

ν
、

1ト
示
、
κ
ム
入
Q
医
科
以
起
J
ド

.f;..tさ
.c-制
揺
れ

J長
い
出
世
杓
~
\
J
ム

l'Q~J
心
首
長
長
崎
。
リ
~
t
!
~
時
~
）
思
班
0
科
く
わw

早（日曜礼J'士！
iミ

.c-t!
ム
·
~
~
ム

t-'~t('

＂＂・
4コ
J

ト（＼＇
~
0

子＼；＇0
巡
Q
謀
説

III~婚
制

r{-~
＇t!’

！
思
男
世
話
但
Q
客
車
以
吋

l'Q~
令
心
ム
吋

l'Q・
Blackstone,

Ibid., 
p. 

130.
倫
理
：
。

Eこσ
コ

（
汚
）

『4+l城
』
掠
！
網
’
国
兵
兵
一
同
0
0
て
－

·.γ
医
科

t!
‘N
e
x
t

to 
personal 

security, 
the 

l
a
w
 of 

E
n
g
l
a
n
d
 regards, asserts, a

n
d
 preserves 



∞hh 的

the personal liberty o:f 
individuals.

[T
his

personal 
liberty 

consists 
in 

the 
p
o
w
e
r
 o:f 

loco-motion, 
o:f 

c
h
a
n
g
i
n
g
 situation, 

or 
removｭ

ing one’s 
person to 

w
h
a
t
s
o
e
v
e
r
 place 

ones 
o
w
n
 inclination 

m
a
y
 direct; without imprisonment or 

restraint, 
unless 

b
y
 due course 

of law. C
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 w
h
i
c
h
 w

e
 m
a
y
 m
a
k
e
 the s

a
m
e
 observations 

as 
u
p
o
n
 the 

preceding article; 
that it 

is 
a

 right 
strictly 

natural; 

that 
the 

l
a
w
s
 of 

E
n
g
l
a
n
d
 h
a
v
e
 
never 

abridged it 
without sufficient 

cause; and, 
that 

in 
this 

k
i
n
g
d
o
m
 it 

cannot ever 
abridged 

at 
the 

m
e
r
e
 discretion of 

the 
magistrate, 

without the 
explicit 

permission 
of 

the 
laws. 

(Black
目tone,

Ibid., 
p. 

130) 
\J~i-0

。
g!l.J

ii;!IEわ
〈
吾
〔
〕
ピ
！
理
職
涜
~
~
芸
，
＿
.
）
~
単
v
~
押
~
拘
兵
ド
ム

i-0官
器
却
も
必
心
’
組
。
ν
！
曜
馳
Q
~
活
倍
以
悩
ヨ

TI←
tO組

1藍
士
：
！
~
ム
。

(c;::) 
E
特
’
同
0
1

・＇（－＇.γ
医
科
~

'the 
free 

use, 
enjoyment, 

a
n
d
 disposal 

of 
all 

his 
acquisitions, 

without a
n
y
 control or diminution. 

save only 
b
y
 the 

l
a
w
s
 of 

land.' 
(Blackstone, 

Ibid., 
p. 

134) 
\J1母子0

・

c
~

） 
~
w
’
同
Q
J
°
(
-
'
.
\
0
医
科
~
‘
T
h
e
l
a
w
s
 of E

n
g
l
a
n
d
,
 are therefore, 

in 
point of 

honor a
n
d
 justice, extremely watchful in 

asceｭ

rtaining a
n
d
 protecting 

this 
right.' 

(Blackstone, Ibid., 
p. 

134）
千
J~l'Q

。

（
お
）

~
＋
♀
’
同
O

1
 °（一
、
。
医
科
~
‘

S
o
great m

o
r
e
 over is 

the 
r
e
g
a
r
d
 of 

the 
l
a
w
 for 

private 
property, 

that 
it 

will 
not 

authorise 

the 
least 

violation 
of 

it; 
no, 

not 
e
v
e
n
 for 

the 
general 

g
o
o
d
 of 

the 
w
h
o
l
e
 community., 

(Blackstone, 
Ibid., 

p. 
135）

千
）
~
心
。

（
~
）
 
区
押
’
同
0
1
1
て
－
＇
.
＼
。
医
科
笠
‘
B
u
t
in 

vain w
o
u
l
d
 these 

rights 
be 

declared, 
ascertained, 

a
n
d
 protected 

b
y
 the 

dead 
letter 

of 

the 
laws, 

if 
the 

constitution 
h
a
d
 provided 

n
o
 other 

m
e
t
h
o
d
 to 

secure 
their 

actual enjoyment. 
It 

has therefore established certain 

other auxiliary subordinate rights of the subjects w
h
i
c
h
 serve 

principally 
as 

barriers 
to 

protect 
a
n
d
 maintain inviolate 

the 
three 

great a
n
d
 p
r
i
m
a
r
y
 
rights, 

Ibid., 
p. 

136）
千
J~i-0·

ぽ患MWEML 同

「
鰻
怠
包
・
起

4辻
君
鍵
＆
；

J
Q
鳩

r<
今＼＇

Iト
示
、

rく
ム
〉
、

1 
1 
1 

隈
馳
『
困
壮
怖
控
』

11
！翠

1. 
T
h
e
 constitution, 

p
o
w
e
r
s
,
 
a
n
d
 
privileges 

of 
parliaｭ

m
e
n
t
,
 
of 

w
h
i
c
h
 
I

 shall 
treat 

at 
large 

in 
the 

e
n
s
u
i
n
g
 

f糧
冊
出
e
主
主
総
’

世話干ミ’
ま
鍵
’

同
司
~
心
。

m-

Blackstone, 
C
o
m
m
e
n
t
α
ries 
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chapter. 

2. 
T
h
e
 limitation 

of 
the 

k
in

g’s 
prerogative, 

b
y
 
bounds 

I
 吋

同
制

Q:Mt製
会
！
露
軍
J
ド
$.full

時
余
臣
会

J{W
官
’
回
同
制
J

so 
certain 

a
n
d
 
notorious. 

that 
it 
is 

impossible 
he 

should 
I

 ド
市
恥
拭
余
会

J{jァ心，...）~’
Ilt{-<Q

終
恨
み
！
牲
の
叫
株
初
兵
吉
主
主
余

exceed 
t
h
e
m
 without the 

consent of 
the 

people. 
O
f
 
this 

I
 盟
会

j鍾
認
ヤ
＂
°

~J ..IJ組
ピ
ト
’

r><<-:r採
火

J-N会
J長
M
＂
＇
リ
心
！
！
越
さ
f
杓

al即
I
shall treat in it’s proper place. 

T
h
e
 former of 

these 
｜
心
J
お

l'Q~J..IJ~
心
。

keeps the 
legislative 

p
o
w
e
r
 in 

due 
health 

a
n
d
 
vigour, 

so 

as 
to 

m
a
k
e
 
it 

improbable 
that 

laws should be 
enacted 

destructive of general liberty: 
the 

latter 
is 

a
 gu
a
r
d
 u
p
o
n
 

the 
executive 

power, 
b
y
 restraining 

it 
f
r
o
m
 acting either 

b
e
y
o
n
d
 or 

in 
contradiction 

句
the

laws, 
that 

are 
f
r
a
m
e
d
 

a
n
d
 established 

b
y
 the 

other. 

3. 
A
 Third subordina旬

right
every E

n
g
l
i
l
s
h
m
a
n
 is 

that 
I
 fg: 

似
品

l穏
心
抑
制
限
士

.}2＂
°
制
空
’
恒
は
稿
写

~11@.V
tW
ド
付
制
尚

of applying to 
the courts of justice for 

redress 
of 

injuries. 
I
胎
←
Y
J
。
制
言
。
出
回
－
＜

Ilt{Q
題
特

-r"ー 
f主

Q
掠

1110
南
端
＃

Since 
the l

a
w
 is 

in 
E
n
g
l
a
n
d
 the s

u
p
r
e
m
e
 arbiter of every 

I
 c

。
~tl<回

以
名
ν
’
－
＜
0
州
主
再
会

Jj昨
心

.v
,...)-< 

Q
但
団
長
）
＊
，
.
.
.
）
拭
話

m
an’s 

life, 
liberty, 

a
n
d
 property, 

courts 
of 

justice 
m
u
s
t
 

I
押
印
吟
舶
が

1-0Q
型
空
’
峠
出
赴
叫
倒
的

Qt{o
話
叫
議
案
Q
加
E

at 
all 

times 
be 

open
句

the
subject, 

a
n
d
 the l

a
w
 be 

duly 
I

 g
’
昨
春

E
~J兵
会
J
~
ド
回
－
＜
0
話
会

l醤
冷

1.／
出
器
以
起
ド
拭
召
組
制

administred 
therein. 

T
h
e
 
emphatical 

w
o
r
d
s
 
of
仰
仰

| 
盃
υ
町
、
ト
・
ホ
キ
え
気

J
Q
f
<
＊
話
会
中
心
初

J-0会
峨
F

糊
J

charta, 
spoken in the per印

n
of the king, w

h
o
 in j

u
d
g
m
e
n
t
 
I

 話
＋
＜
お
G
州
制
竺
’
〈
会

1$5
，...）－＜必l昨

←
J-0栴

~
＊
·
~
’
中
立
時
〈
竺

of 
l
a
w
 
（
回
ys

Sir 
E
d
w
a
r
d
 Coke) 

is 
ever 

present a
n
d
 
re-

I
 時

m=0-<.V\--'..,9副
会
主
0
-
<
1
」
ド
J
判
（
凶
＆
；
~
~
！
！
恥
’
~
ト
料
（
昧

peating 
t
h
e
m
 in 

all 
his 

courts 
are 

the艶
；
“
and

therefore 
I

 訓
話
~
，
.
.
.
）
’
甚
法
制
都
υ

’
l)!l[J臨

み
J
~
恥
’
世
田
拠
出

i;u:;←
＂
°

~J ..IJ 

every subject”,
continue the 

s
a
m
e
 
learned 

author,
“

for 
I
 単
v
’
く
4
罫
出

4く
0
＃
誌
穿
拘

Lヒ
ベ

＂（
，...）孔je

リ
《

j記
心
。

injury 
done 

旬
h
i
m
向

bonis，
初

terバ
s,

vel 
person

α
， 

∞hh 的

〉、.L. 
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b
y
 a
n
y
 
other 

subject, 
be 

he 
ecclesiastical 

or 
temporal, 

without 
a
n
y
 
exception, 

m
a
y
 
take 

his 
r
e
m
e
d
y
 
b
y
 the 

course 
of 

the 
law, 

a
n
d
 h
a
v
e
 
justice 

a
n
d
 
right 

for 
the 

injury 
done 

旬
h
i
m
,

freely 
without 

sale, 
fully 

without 

a
n
y
 denial, 

a
n
d
 speedily 

without delay.”
It w

e
r
e
 endless 

I
 to enumerate all theゅ

・
mα伽

a山
fparliame山

herein
justi四

is
directed 

to 
加

d
o
n
e

according to 
the 

l
a
w
 of the 

land: 
a
n
d
 w

h
a
t
 that l

a
w
 is, 

every subject k
n
o
w
s
;
 or m

a
y
 

k
n
o
w
 if 

he 
pleases: 

for 
it 

depends not u
p
o
n
 the arbitrary 

will 
of 

a
n
y
 judge ;

 but is 
伊
r
m
a
n
e
n
t, 

fixed, 
a
n
d
 unchanｭ

geable, 
unless 

b
y
 authority of parliament. I

 shall h
o
w
e
v
e
r
 

just 
mention 

a
 f
e
w
 
n
e
g
α
tive 

statutes, 
w
h
e
r
e
b
y
 abuses, 

perversions, 
or 

delays 
of 

justice, 
especially 

b
y
 the 

prero
・

gative, 
are 

restrained. 
It 

is 
ordained b

y
悦
α
g
n
α
c
α
γ
t
α

，
t
h
a
t

n
o
 
f
r
e
e
m
a
n
 
shall 

b
e
 
outlawed, 

that 
is, 

put 
out 

of 
the 

protection 
a
n
d
 
t悶

iefit
of 

the 
laws, 

but 
according 

to 
the 

l
a
w
 of 

the 
land. 

B
y
 it 

is 
enacted, 

that 
n
o
 
c
o
m
m
a
n
d
s
 or 

letters 
shall 

h
田
nt

under the 
great 

seal, 
or 

the 
little 

seal, 
the 

signet, 
or 

privy 
seal, 

in disturbance of the law; 

or 
to 

disturb 
or 

delay 
c
o
m
m
o
n
 right: 

and, 
t
h
o
u
g
h
 such 

c
o
m
m
a
n
d
m
e
n
t
s
 should 

come, 
the 

judges 
shall 

n
o
t
四
a
肥

to

do 
right. 

A
n
d
 b
y
 it 

is 
decla陀

d,
that the pretended p

o
w
e
r
 

出帆尾山村田一 ζ同



of 
suspending, 

or 
dispensing 

with 
laws, 

or 
the 

execution 

of 
laws, 

b
y
 regal 

authority 
without 

con
関
nt

of 
parliamｭ

ent, 
is 

illegal. 

N
o
t
 only the 

substantial 
part, 

or 
judicial 

decisions, 
of 

the 
law, 

but 
also 

the 
formal 

part, or 
m
e
t
h
o
d
 of 

proceedｭ

ing, 
cannot 

加
altered

but 
b
y
 parliament; 

for 
if 

o
n
促

those 
o
u
t
w
o
r
k
s
 w
e
r
e
 
demolished 

there 
w
o
u
l
d
 be 

n
o
 
inlet 

to 
all 

m
a
n
n
e
r
 
of 

innovation 
in 

the 
b
o
d
y
 
of 

the 
l
a
w
 

it飽
lf.

T
h
e
 king, 

it 
is 

true, 
m
a
y
 
erect 

n
e
w
 
courts 

of 
E
司
！

警
I

justice; 
but
伽

they
m
u
s
t
 proceed 

according 
to 

the 
old 

誕
I

established 
forms of 

the 
c
o
m
m
o
n
 law. 

F
o
r
 w

h
i
c
h
 
reason 

h
ι
l
 

入
I

it 
is 

declared 
in 

the 
statute 

u
p
o
n
 the 

dissolution 
of 

the 
If'¥ 

I
 

ミ
I

court 
of 

sta帥
a
耐
え

that
neither 

his 
majesty, 

nor his 

ご
I

privy council, 
have a

n
y
 jurisdiction, 

power, 
or 

authority 

入
I

b
y
 English 

bill, 
petition, 

articles, 
libel 

(which 
w
e
r
e
 
the 

戸
ι

！

>< 
I

 cour関
of

proceeding 
in 

the 
starchamber, 

borrowed 
f
r
o
m
 

"'-
I

 

::-.. 
I
 the 

civil 
law) 

or 
b
y
 a
n
y
 other arbitrary w

a
y
 whatsoever, 

If'¥ 
I

 

ト
I

to 
examine, 

or 
d
r
a
w
 into 

question, 
determine 

or 
dispose 

己主
I
 of 

the 
lands 

or 
goods of 

a
n
y
 subjects 

of 
this 

k
i
n
g
d
o
m
;
 

心細血清暁思

but 
that 

the 
s
a
m
e
 o
u
g
h
t
 to 
加

tried
a
n
d
 
determined 

in 

the 
ordinary 

courts 
of 

justice, 
a
n
d
 
b
y
 
course 

o
f
 lαw. 

4. 
If 

there 
should 

h
a
p
p
e
n
 a

n
y
 u
n
c
o
m
m
e
n
 injury, or in-

I
 r『
阿
世
株
主
モ
叫
畑
い
町
山
認
の
山
崎
叫
醤
イ
者

岡山山的



山m－陪 M村田一 ζ同

fringement of 
the 

rights, 
before 

mentioned, 
w
h
i
c
h
 
the 

I
 紐
Q
{
W
税
制
写
；
ヤ
J
拭

iモ
1井
会

J~
生
時
以
司
＃
初
心
冷

1J：！；±’
R

今0
f>< 

1
 

ordinary 
course 

of 
l
a
w
 is 

too 
defective 

to 
reach, 

there 
I
 潤
Q
刑
誼
誠
心
V
’
起
誌
は

-m
心
’
~
＼
－
－
＇
時
際
会

J{[[...J拭
盟
会

l宰
；
←

此
ill

remains a
 fourth 

subordinate 
right, 

appertaini時
旬
｜

''( 
..J~.;D:g剤

密
心
竺
’

f＊
阻
－
＜

llliQ程
拝
←
時

ffi5Qt塑
~
時
以
J

ev町
individual

namely, 
the 

right 
of 

petitioning 
the 

I
 γ

隈
お
穏
心
思
E
心
J
←
甘
心
加
的
剖
恥
竺
’
恒
ば
聡
£
必
回
同

king, 
or 

either 
house 

of 
parliament, 

for 
the 

redress 
of 

j
 
u
桔
ぐ
’
儲
営
繕
怖
盤
以
結
々
の
け
心
＃
心
。
拡
斑

4?-111~~~

grievances. 
In 

Russia 
w
e
 are 

told
伽

t
the 

czar 
Peter 

j
 c
。
出
国
〈
留
空
回
以
回
附
以
桔
ぐ
鵠
竺
縄
悼
誌
は
佑
々
の
Q
組
4

established 
a

 law，
出

at
n
o
 
s山
長

ct
m
i
g
h
t
 
petition 

the 
I

 c
。
栴
J
母
国
拾
お
邸
時
榊
必
必
官
軍
悼
ど
の
Y

，....）...＼）。思J
鞍
Q

throne, till 
he 

h
a
d
 first 

petitioned 
t
w
o
 
different 

ministers 
l
黒
〉
国
拾
拘
紘
←
心
和
竺
’
M
起
ド
融
監
羽
黒
ぐ
’
拭
堤
訟
指
盤
涜

of 
state. 

In 
ca田

h
obtained 

justice 
f
r
o
m
 
neither, 

he 
I

 奇
心
的
甘
必
ト
。
点
ム
応
£
ゐ
心
ふ
さ
’
之
企
合
会
長
企
主
主
ム
心
室

m
i
g
h
t
 
then 

present 
a

 third 
petition 

to 
the 

prince; 
but 

I
 会ふ
キ
己
’
企
4
ぬ
合
’
会
心
主
ゐ
金
ム
泉
佐
ふ
会
ゐ
心
心
会
去
を

u
p
o
n
 pain 

of 
death, 

if 
f
o
u
n
d
 
to
加

in
the 

w
r
o
n
g
.
 
T
h
e
 
I

 ム
ム
。

巴o
n
田
q
u
e
n
c
e

of 
w
h
i
c
h
 
was, 

that 
n
o
 
one 

dared 
to 

offer 

such 
third 

petition; 
a
n
d
 
gr旬

v
a
n
即
日

seldom 
falling 

under 

the 
notice 

of 
the 

sovereign, 
he 

h
a
d
 little 

opportunity 
to 

redress 
them. 

T
h
e
 restrictions, 

for 
s
o
m
e
 there 

are, 
w
h
i
c
h
 

are 
laid 

u
p
o
n
 petitioning 

in 
England, 

are 
of 

a
 nature 

extremely 
different; a

n
d
 
while 

they promote 
the 

spirit 

of 
peace, 

they 
are 

n
o
 check 

u
p
o
n
 that of 

liberty. 
C
a
r
e
 

only 
m
u
s
t
 -be 

taken, 
-iest, 

u
n
d
e
r
 the 

pretence o-f 
petition-

ing, 
the 

subject 
"iie 

guilty 
of 

a
n
y
 
riot 

or tumult; 
as 

h
a
 pr悶

ied
in 

the 
opening of 

the 
m
e
m
o
r
a
b
l
e
 
parliament in 

1640: 
and, 

to 
prevent 

this, 
it 

is 
provided 

h
y
 the 

statute 

N∞的



.
 that 

n
o
 
petition 

to 
the 

king, 
or 

either 
h
o
u
田

of

parliament, 
for 

a
n
y
 alterations 

in 
church 

or 
sta旬

，
shall

be 
signed 

b
y
 above 

t
w
e
n
t
y
 
persons, 

unless 
the 

matter 

thereof be approved b
y
 three 

justices 
of 

the 
p
e
a
偲

or
the 

m
a
j
o
r
 
part 

of 
the 

g
r
a
n
d
 
jury, 

in 
the 

country; 
a
n
d
 in 

L
o
n
d
o
n
 b

y
 the 

lord 
mayor, 

aldermen, 
a
n
d
 c

o
m
m
o
n
 counｭ

cil; 
nor shall 

a
n
y
 
petition 

be 
presented 

b
y
 
m
o
r
e
 
than 

t
w
o
 persons 

at 
a

 time. 
B
u
t
 
under 

these 
regulations, 

it 

is 
declared 

b
y
 the 

statute .... ,
 that 

the 
subject 

hath 
a

 
『

l

援
J

 
right 

to 
petition; 

a
n
d
 that 

all 
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
 a
n
d
 pro関

叩

斜
I

tior 
for 

such 
petitioning 

are 
illegal . 

＂＇ー
l

~
 

I
 
5. 

T
h
e
 fifth 

a
n
d
 last 

auxiliary 
right 

of 
the 

subject, 

ご
l

that 
I
 shall 

at 
present 

mention, 
is 

that 
of 

h
a
v
i
n
g
 
a
r
m
s
 

ご
I

for 
their 

defence, 
suitable 

加
their

condition 
a
n
d
 
degree, 

λ
I
 
a
n
d
 such as 

are 
allowed b

y
 law. 

W
h
i
c
h
 is 

also 
declared 

,£
. 

i< 
I
 b
y
 the

悶
m
e

statute .... a
n
d
 is 

indeed a
 public allowance, 

、
l

~
 

I
 un
d
e
r
 due 

restrictions, 
of 

the 
natural 

right 
of 

resistance 
11' 

I
 

。ト
I

a
n
d
 self-preservation, 

w
h
e
n
 the 

sanctions 
of 

society 
a
n
d
 

S: 
I
 l
a
w
s
 
are 

f
o
u
n
d
 
insufficient 

to 
restrain 

the 
violence 

of 
A
l
 

I
 

持
i

oppression. 

世漣
的∞的
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以
上
の
対
照
表
か
ら
直
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
、

384 

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
三
つ
の
自
然
権
を
獲
保
す
る
為
の
「
補
助
的
従
位
的
権
利
」
即

ち
市
民
権
と
し
て
あ
げ
て
い
る
付
議
会
の
構
成
・
権
能
・
特
権
、
。
国
王
大
権
の
制
限
、
同
訴
訟
権
、
制
請
願
権
、
そ
う
し
て
伺
武

器
携
帯
を
と
も
な
う
抵
抗
と
自
己
保
存
の
自
然
権
の
五
つ
の
権
利
の
内
、
福
淳
は
最
後
の
抵
抗
権
を
独
立
の
権
利
と
し
て
訳
出
紹
介

せ
ず
、
請
願
権
、

つ
ま
り
、
抵
抗
権
を
あ
た
か
も
請
願

即
ち
直
訴
権
の
条
項
内
容
と
か
ら
み
あ
わ
せ
て
、

そ
の
中
へ
組
み
込
ん
で
、

権
の
中
に
解
消
し
て
い
る
が
如
く
紹
介
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
福
津
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
あ
げ
て
い
る
第
四
の
「
補

助
的
従
位
的
権
利
」
を
直
訳
紹
介
せ
ず
、
直
訴
権
の
注
意
事
項
即
ち
直
訴
の
口
実
の
下
で
臣
民
が
暴
動
と
か
騒
動
を
犯
す
こ
と
に
な

ら
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
を
も
し
直
訴
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
人
民
は
徒
党
を
組
ん
で
暴
動
を
起
こ
し
社
会
に
不
安
を
も

た
ら
す
と
い
う
必
し
も
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
通
り
で
な
い
福
津
独
自
の
解
釈
説
明
を
市
民
権
の
最
後
に
叙
述
し
て
抵
抗
と
自
己
保
存
の

自
然
権
を
政
治
的
自
由
に
と
ゥ
て
必
要
な
も
の
な
い
し
市
民
権
条
項
の
一
つ
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
と
紹
介
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
や
や
た
ど
た
ど
し
く
概
観
し
て
き
た
様
に
、
福
津
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
自
然
権
を
翻
訳
上
の
様
々
な
工
夫
を
施
し
な

が
ら
も
、
若
干
の
例
を
除
い
て
ほ
ぼ
忠
実
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
明
確
に
福
津
の
意
図
に
立
脚
し
て
紹
介
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
福
津
が
参
照
し
た
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
原
版
の
簡
約
板
な
い
し
学
生
版
に
福
揮
の
訳
述
の
如
き
抵
抗

権
を
請
願
権
に
組
み
込
ん
だ
形
に
し
て
あ
る
も
の
が
あ
る
い
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
も
当
然
出
て
こ
よ
う
、
然
し
な
が

あ
る
い
は
福
津
が
欧
米
へ
行
っ
た
頃
の
一
九
世
紀
中
葉
の
書
店
に
み
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
や
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
本
書
の
簡
約
版
や
学
生
版
を
調
査
す
れ
ば
、
直
ち
に
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
流
布
し
て
い
た

ら
こ
の
疑
問
は
福
津
が
『
西
洋
事
情
』
執
筆
前
後
の
、

と
思
わ
れ
る
諸
版
に
は
抵
抗
権
を
省
略
し
て
い
る
版
が
確
か
に
あ
る
に
は
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
と
て
抵
抗
権
そ
の
も
の
の
省
略
で
あ

っ
て
、
福
揮
の
如
く
何
ら
か
の
工
夫
を
施
し
、
請
願
権
の
内
容
と
か
ら
み
合
わ
せ
て
、
請
願
権
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
る
よ
う
な
も

(3
) 

の
で
は
な
い
。



こ
う
し
て
各
版
を
み
れ
ば
、
福
津
の
作
為
性
が
一
層
明
確
と
な
る
し
、
請
願
権
に
付
け
加
え
て
い
る
文
章
も
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の

原
版
は
い
う
に
及
ば
ず
各
版
を
み
て
も
請
願
権
の
注
意
事
項
と
し
て
は
あ
っ
て
も
、
文
字
通
り
の
も
の
は
な
い
故
、
全
く
福
津
自
身

の
工
夫
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を
音
山
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

即
ち
何
故
福
津
は

e

フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

に
な
ら
っ
て
抵
抗
権
を
自
然
権
と
し
て
明
示
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

福
津
に
は
抵
抗
権
を
理
解
す
る
だ
け
の
余
裕
が
こ
の
時
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
は
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト

ン
に
先
立
っ
て
訳
出
し
た
ア
メ
リ
カ
の

「
独
立
宣
言
」
を
み
れ
ば
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
周
知
の
様
に
「
人
の
白
か
ら

生
命
を
保
し
自
由
を
求
め
幸
福
を
祈
る
」
権
利
を
「
政
府
た
ら
ん
も
の
」
が
「
臣
民
」
に
保
障
し
な
い
場
合
、
「
則
ち
之
を
変
革
し

福津諭吉とW ・ブラックストン「イングランド法釈義」

或
は
之
を
倒
し
て
、
更
に
此
大
趣
旨
に
基
き
、
人
の
安
全
幸
福
を
保
つ
べ
き
新
政
府
を
立
る
も
亦
人
民
の
通
義
な
り
。
是
れ
余
輩
の

弁
論
を
待
た
ず
し
て
明
了
な
る
べ
L

」
と
や
は
り
直
訳
で
は
な
く
、
自
由
に
文
を
移
動
さ
せ
て
明
確
に
名
訳
で
以
て
紹
介
し
て
い
る

(4
) 

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
抵
抗
権
の
み
な
ら
ず
明
ら
か
に
革
命
権
を
も
訳
出
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
合
衆
国
の

「
h
ド
』
コ
い
司

仁
、
ノ
ニ
コ
口
」

の
一
部
で
あ
っ
て
『
西
洋
事
情
』
の
「
備
考
」
と
比
較
し
て
よ
り
相
対
化
さ
れ
た
形
で
の
紹
介
で
は
あ
る
が
、
福
津
が
抵
抗

権
や
革
命
権
を
市
民
権
と
し
て
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
か
ら
し
て
誤
ま
り
で
あ
る
。

ま
た
「
備
考
」
的
機
能
を
『
西
洋
事
情
』
の
中
で
は
有
し
て
い
る
「
外
編
」
で
の
チ
ェ
ン
バ
i
ズ
社
刊
『
政
治
経
済
学
』
を
み
て

や
は
り
「
革
命
」
の
紹
介
が
あ
る
。
「
兵
乱
に
由
て
俄
に
政
府
の
革
ま
る
を
革
命
と
云
ひ
、
世
に
遁
る
可
ら
ざ
る
の
禍
な
れ

(5
) 

ど
も
、
或
は
亦
こ
れ
に
由
て
国
の
幸
と
な
る
こ
と
あ
り
。
」
但
し
原
文
と
比
較
し
て
み
る
と
「
世
に
遁
る
可
ら
ざ
る
の
禍
な
れ
ど
も
」

み
る
と
、

む
し
ろ
「
革
命
」
に

対
し
て
消
極
的
評
価
を
下
し
て
訳
出
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
武
力
蜂
起
は
福
漂
白
身
の
要
約
、
即
ち
「
自
由
を
求
て
白

、
（7
）

由
を
失
ふ
も
の
な
り
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
取
り
分
け
「
一
時
の
安
妥
を
買
ん
と
し
て
人
間
普
通
の
自
由
を
棄
る
こ
と
あ
り
」
と
の

と
い
う
「
禍
」
を
福
津
は
付
け
加
え
て
お
り
、
こ
こ
で
も
必
し
も
チ
ェ
ン
バ
1

ズ
社
原
本
に
忠
実
で
は
な
く
、

385 



近代日本研究

例
証
か
ら
そ
れ
を
結
論
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
世
人
若
し
其
政
府
を
改
革
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
劇
烈
非
常
の
術
を
用
ひ
ず

し
て
其
目
的
を
達
す
可
き
路
あ
る
と
き
に
の
み
、
之
に
従
事
す
可
し
」
と
隠
健
な
言
辞
を
チ
ェ
ン
パ

l

ズ
社
版
に
従
っ
て
紹
介
す
る
。
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こ
の
チ
ェ
ン
バ
1

ズ
社
版
教
科
書
に
よ
る
革
命
権
の
問
題
は
然
し
な
が
ら
、
や
は
り
権
利
根
拠
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
歴
史
的

事
例
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
福
揮
が
抵
抗
権
な
い
し
革
命
権
を
「
二
一
編
」
以
後
無
視
し
続
け
て
い
た
か
と
い
う
と
、
革
命
権
は
別
と
し
て
も
、
抵
抗

権
に
つ
い
て
は
む
ろ
ん
誤
り
で
あ
る
。

『
学
問
の
て
め
』
第
七
編
（
寸
谷
町
年
）
に
お
い
て
福
調
停
は

F
・
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
『
道
徳
科
学
の
基
礎
』
2
5
3
1
9
E
S

同
な
さ
き
な
久
見
ミ
ミ
尽
な

3
2

・
H
8
3

に
依
拠
し
て
抵
抗
権
を
む
し
ろ
積
極
的
に
唱
え
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
に
属
す
る
。
ウ
ェ
イ

ラ
ン
ド
は
経
済
学
説
に
お
い
て

A
・
ス
ミ
ス

〈
日
）

典
派
経
済
学
を
説
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、

（
〉
皆
目
∞E
F

コ
ω
ω
1
8）
や
D

・
リ
カ

l

ド

S
S
E

ヨ
S

品
目
芯

i
E
N
ω）
な
ど
の
古

そ
の
社
会
契
約
説
は
T

・
ジ
ェ
フ
ァ

i

ソ
ン
や
J
・
ロ
ッ
ク
よ
り
も
む
し
ろ

T

・
ホ

さ
ら
に
J
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン

G
S
ロ
の
P
E
ロ

5
3
1
2
）
の
『
グ
リ
ス
ト

ハ
ロ
）

教
綱
領
』
（H
S急
言
及
。
ミ
会
な
お
な
与
三
急
S
S

）
に
お
け
る
自
由
の
神
学
に
近
い
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
天
賦
人
権
の
観
念
を

ッ
プ
ズ

に
は
る
か
に
近
く
、

（4日
戸O
B
S

出
。σ
σ
o
m－同
町
∞
也
l
Hミ
ω
）

基
礎
に
し
た
社
会
契
約
に
近
い
考
え
も
説
か
れ
て
い
る
故
、
そ
の
帰
結
と
し
て
抵
抗
権
を
設
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
武
器
に

門
店
）

よ
る
抵
抗
権
は
不
条
理
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
福
津
は
こ
の
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
に
依
拠
し
て
、

「
正
理
を
守
て
身
を
棄
る
と
は
、
天
の
道
理
を
信
じ
て
疑
は
ず
、
如
何
な
る
暴
政
の
下
に
居
て
如
何
な
る
苛
酷
の
法
に
砦
め
ら
る
与
も
、
其
苦

<
MH
)

一
寸
の
兵
器
を
携
へ
ず
片
手
の
力
を
用
ひ
ず
、
唯
正
理
を
唱
て
政
府
に
迫
る
こ
と
な
り
」

痛
を
忍
て
我
志
を
挫
く
こ
と
な
く

と
正
に
理
に
立
脚
す
る
抵
抗
の
権
利
を
自
然
権
の
一
部
と
し
て
明
確
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
文
明
論
之
概
略
』
（
寸
討
す
）
を
著
わ
す
に
あ
た
っ
て
多
く
を
参
照
に
し
た

H
・
T
・
バ
ッ
ク
ル
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
文



明
史
』
（
出g
q

目
。
g
g

回
c
o
w－P
F

．
白
円
。
ミ
ミ
ロ
三
尽
き
に

S

宮
町
若
宮
三
－
g

－
ア
口
－

H∞
印F
H∞
2
・
）
の
註
書
に
お
い
て
、
福
津
は
暴

動
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
草
命
の
意
義
を

「
騒
動
ハ
無
学
且
短
気
デ
モ
決
シ
テ
一
般
ノ
深
キ
深
因
ヲ
吟
味
シ
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
狂
気
ラ
シ
キ
挙
動
ナ
リ
革
命
ハ
国
人
ノ
所
為
ニ
テ
最
貴
重
ナ

ル
美
顕
ナ
リ
如
何
ト
ナ
ル
ハ
災
害
ノ
因
テ
生
シ
タ
ル
恕
リ
ノ
修
身
質
ス
迄
前
見
兼
－
一
集
合
ノ
才
力
ヲ
加
フ
ル
故
ナ
リ
且
暴
動
巧
吏
ヲ
罰
シ
無
事

ノ
民
ヲ
助
ケ
二
重
ノ
益
ヲ
ナ
セ
ル
ナ
リ
」

と
草
命
を
教
育
機
能
と
救
済
機
能
に
着
服
し
て
メ
モ
を
残
し
て
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
福
津
は
、
明
治
一
O
年
に
通
読
し
た
A
・
d

・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
（
〉
・
仏
・
→sa
g
i
F
・

福津諭吉とW ・ブラックストン『イングランド法釈義』

b
S
O
S
－2
q
宮
』
き
－
S
F
H
∞
ω
印
）
の
中
で
貴
族
の
抵
抗
の
精
神
が
描
か
れ
て
い
る
所
、
即
ち

「
貴
族
が
そ
の
権
力
を
享
有
し
て
い
る
問
、
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
権
力
を
消
失
し
た
ず
っ
と
後
ま
で
、
貴
族
的
栄
誉
は
そ
の
個
人
的
抵
抗
に

異
常
な
程
の
力
を
授
け
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
自
ら
の
弱
さ
に
も
拘
ら
ず
、
依
然
と
し
て
己
れ
の
個
人
的
価
値
に
つ
い
て
の
崇
高
な
見
解
を

門
付
加
）

抱
い
て
い
る
人
物
と
し
て
そ
の
実
例
を
提
供
し
た
。
そ
う
し
て
公
権
力
の
圧
力
に
対
し
て
大
胆
に
も
独
力
で
戦
っ
た
の
で
あ
っ
た
」

と
い
う
貴
族
の
栄
誉
権
の
行
使
と
し
て
の
抵
抗
を
論
じ
て
い
る
所
に
着
服
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
明
治
八
・
九
年
に
読
ん
だ

H

・
ス
ベ
ン
サ
l

『
社
会
学
研
究
』
（
国a
g
ユ
∞
宮
5
2

・
可
営
足
立
句
。
H
F
S
N
o
g－
H∞
斗ω
）
の

一
節
、
こ
れ
は
ス
ベ
ン
サ
l
自
身
の
見
解
で
は
な
く
、

ア
i
ノ
ル
ド
の
見
解
の
引
用
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
福
津
は
、

「
権
力
－
一
従
フ
ハ
固
ヨ
リ
大
切
ナ
リ
然
リ
ト
難
民
ル
之
ニ
従
ハ
ザ
ル
モ
亦
大
切
ナ
リ
事
物
ノ
改
良
ヲ
願
フ
持
ハ
殊
一
一
然
リ
ト
ス
」

と
書
き
込
ん
で
、
権
力
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
社
会
改
良
に
役
立
つ
と
の
考
え
に
や
は
り
着
眼
し
て
い
る
。

か
っ
そ
れ
を
『
学
問
の
す
t
A

め
』
第
七

こ
の
様
に
み
て
く
れ
ば
、
一
福
津
が
抵
抗
権
や
革
命
権
の
問
題
を
ま
ち
が
い
な
く
認
識
し
、
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編
に
み
ら
れ
る
如
く
抵
抗
権
に
関
し
て
は
積
極
的
評
価
を
付
与
し
て
導
入
し
、

さ
ら
に
そ
の
後
の
読
書
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
に
つ
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そ
の
結
実
と
も
い
う
べ
き
「
丁
丑
公
論
」
（

4
2山
中
年
執
筆
）
及
び
「
痔
我
慢
の
説
」
（
問
吋
日
付
唱
年
）
針
守
わ

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
に
は
「
有
名
無
実
と
認
む
可
き
政
府
は
、
之
を
顛
覆
す
る
も
、
義
に
於
て
妨
げ
な
き
の
確
証
な
り
」
と
、
388 

い
て
の
思
索
を
絞
り
、

歴
史
を
省
み
て
抵
抗
の
み
な
ら
ず
革
命
す
ら
正
当
な
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
福
津
は
こ
の
場
合
も
「
乱
の
原

因
を
枚
挙
し
て
、
其
原
因
は
政
府
の
方
に
在
り
と
難
も
余
輩
は
、
西
郷
が
事
を
挙
た
る
を
以
て
、
如
何
に
も
正
理
に
適
し
た
る
も
の

と
云
ふ
に
非
ず
」
と
し
て
、
そ
の
理
由
を
「
腕
力
に
制
せ
ら
れ
た
る
者
と
云
ふ
可
し
」
と
し
て
、
「
腕
力
」
即
ち
武
力
に
よ
る
抵
抗

形
態
を
こ
こ
で
も
正
当
視
し
て
は
い
な
い

ま
た
、
「
徳
川
家
の
末
路
に
、
家
臣
の
一
部
分
が
、
早
く
大
事
を
去
る
を
悟
り
、
敵
に
向
て
会
て
抵
抗
を
試
み
ず
」
（
「
痩
我
慢
の
説
」
）

と
述
べ
て
、
無
抵
抗
が
長
期
的
に
み
て
わ
が
国
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
こ
と
を
や
は
り
福
津
は
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
論
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
「
抵
抗
」
な
い
し
「
革
命
」
の
問
題
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
権
利
レ
ベ
ル
の
問
題
よ
り
も
精
神

レ
ベ
ル
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
自
ず
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
存
す
る
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
が
、
然
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
例
か

ら
も
福
津
が
平
命
権
は
別
に
し
て
も
抵
抗
権
を
全
く
・
無
視
し
て
評
価
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
後
に
み
る
よ
う
に
彼
の

思
想
を
考
え
て
み
る
と
、

そ
れ
が
一
つ
の
彼
の
生
涯
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
い
っ
て
も
よ
い
位
置
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
、
福
津
は
明
治
三
年
の
『
西
洋
事
情
』
「
二
編
」
執
筆
時
に
抵
抗
権
を
正
当
に
位
置
付
け
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
福
津
は
自
ら
述
べ
て
い
る
如
く
血
を
見
る
の
を
嫌
っ
て
い
る
が
故
に
武
器
を
手
に
し
て
の
抵
抗
権
を
提
示
し
て
い
る
守
フ
ラ
ッ
ク

ス
ト
ン
を
読
ん
で
「
人
民
或
は
愁
訴
に
託
し
て
朋
党
を
結
び
、
軽
挙
妄
動
、

以
て
世
を
誤
り
太
平
を
妨
げ
る
こ
と
あ
れ
ば
な
り
」
と

直
訴
す
る
権
利
H

請
願
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
考
え
て
、
請
願
権
の
注
意
事
項
の
部
分
を
思
わ
ず
請
願
権
の
最
後
に
付
け
足
し

た
、
あ
る
い
は
も
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
福
津
は
一
貫
し
て
武
器
を
手
に
し
て
の
抵
抗
形
態
（
革
命
権
を
も
含
め
て
）を

否
定
し
て
い
る
。
後
に
明
治
維
新
を
草
命
と
み
な
し
て
も
、

そ
れ
が

「
凡
そ
古
今
の
草
命
に
は
必
ず
非
常
の
惨
毒
を
流
す
の
常
に
し



て
：
：
：
人
を
し
て
酸
鼻
に
堪
ヘ
ざ
り
し
む
る
」
類
の
も
の
の
で
は
な
く
て
「
無
血
革
命
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
評
価
し
て
い
る

(n
) 

の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
明
治
七
年
の
時
点
で
抵
抗
権
を
呈
示
し
、
明
治
三
年
の
時
点
で
そ
れ
を
呈
示
し
な
か
っ
た
の
は
、
必
し
も
福
津
の
穏
健

性
（
武
器
を
手
に
し
て
の
抵
抗
の
拒
否
）
ば
か
り
で
な
く
、や
は
り
そ
の
他
に
も
要
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
J

・
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
『
統
治
二
論
』
の
第
二
論
文
に
お
い
て
、
抵
抗
権
及
び
革
命
権
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
を
正
当
化
し
た
と
云
わ
れ
る
、
ー
ー
そ
の
真
意
は
む
ろ
ん
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
保
守
性
を
前
提
に
し
た
上
で

（
お
）

の
政
治
権
力
の
牽
制
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
｜
｜
’
つ
ま
り
、
『
統
治
二
論
』
全
体
が
名
誉
革
命
の
合
理
化
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
革
命
権

福j宰諭吉とW ・ブラックストン「イングランド法釈義』

及
び
抵
抗
権
の
設
定
は
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
不
可
避
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
地
上
に
訴
え
る
よ
う
な
所
が
な
い
場
合
、
国
民
は
天
に

訴
え
る
だ
け
の
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
否
か
の
根
本
的
な
判
定
権
を
自
分
の
も
の
と
し
て
保
留
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す

べ
て
の
人
類
に
属
す
る
権
利
で
あ
る
」
と
抵
抗
権
な
い
し
苧
命
権
を
正
に
判
定
権
の
問
題
と
み
な
し
そ
れ
を
自
然
権
と
し
て
ロ
ッ
ク

は
位
置
付
け
、
名
誉
草
命
体
制
を
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
幕
臣
で
あ
っ
た
福
津
は
、
こ
れ
に
比
し
て
明
治
三
年
の
時
点
で
維
新

卒
命
体
制
を
合
理
化
な
い
し
正
当
化
で
き
え
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
州
征
伐
の
建
白

（
お
）

書
を
出
し
、
そ
の
挫
折
か
ら
「
読
書
徒
生
の
一
小
民
」
と
自
己
規
定
し
た
こ
の
頃
の
福
津
に
あ
っ
て
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。
彼
に

、
（
お
）

と
っ
て
こ
の
時
の
維
新
は
、
正
に
「
徳
川
家
へ
御
奉
公
い
た
し
不
計
も
今
日
の
形
勢
に
相
成
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
そ
の
正
当
化
は

到
底
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
国
際
環
境
の
問
題
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
頃
、
即
ち
維
新
前
後
は
末
だ
わ
が
国
の
体
制
が
体
制
と
し
て
確
立
を
さ
れ
て
お

ら
ず
、

し
、
そ
れ
は
ま
た
往
々
美
化
を
伴
う
が
、
公
け
に
付
す
こ
と
は
、
欧
米
列
強
の
圧
力
に
よ
っ
て
増
々
日
本
の
国
と
し
て
の
独
立
を
全

そ
こ
に
様
々
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
の
時
点
で
抵
抗
権
を
西
洋
事
情
の
事
実
問
題
と
し
て
提
起

389 
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う
す
る
の
に
、

ひ
い
て
は
文
明
開
化
に
マ
イ
ナ
ス
に
機
能
す
る
の
で
は
な
い
か
、

390 

と
福
揮
は
考
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
大

名
同
盟
の
説
が
行
わ
れ
れ
ば
「
国
は
フ
リ
ー
に
も
相
成
候
得
共
、

4
E
m
中
8

品
。E
F

同
W
H
E
t
F
5
0守
o
o
e
g
g

出
品
川
E
M
H
H
U
S問

じ
（
忽
慶
応
二

n
H
P
句
。
一
ロ
o
g

」
と
化
し
、
唯
々
大
名
同
士
の
カ
ジ
リ
ヤ
イ
に
て
、
我
国
の
文
明
開
イ
は
進
み
才
申
」
（
一
八
六
六
年
）
と
述
べ
て
、
抵
抗

権
が
「
フ
リ
I

」
の
問
題
と
し
て
大
名
レ
ベ
ル
で
行
使
さ
れ
た
場
合
の
日
本
の
方
向
性
に
対
す
る
危
倶
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
察

し
が
つ
く
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
み
ら
れ
た
「
下
克
上
」
現
象
が
一
国
独
立
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
福
津
に
は
映
じ
抵
抗
権
を
設
け
る
こ
と
に

否
定
的
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
近
来
は
世
上
不
穏
、
動
も
す
れ
ば
下
よ
り
上
を
凌
ぎ
、
国
法
を
恐
れ
ざ
る
の
悪
風

流
行
す
る
に
付
、
御
家
中
多
人
数
の
内
に
は
軽
狂
の
者
有
之
、

（
中
略
）
恐
る
べ
き
事
に
候
。
元
々
中
津
杯
も
外
国
船
の
来
る
気
遣
も

又
隣
国
よ
り
攻
入
る
杯
と
申
大
変
も
有
之
間
敷
、
唯
恐
る
べ
き
は
自
火
お
～
」
み
ん
品
ハ
仁
年
）
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
間
接

に
理
解
で
き
よ
う
。
「
自
火
」
を
起
こ
し
て
い
て
は
一
藩
の
独
立
は
全
う
で
き
ず
、
外
国
船
に
攻
め
込
ま
れ
る
契
機
を
与
え
る
と
の

な
く
、

念
が
こ
の
文
脈
に
は
伺
わ
れ
る
。
国
際
条
件
に
左
右
さ
れ
つ
つ
国
内
問
題
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
の
期
の
思
想
家
の
一
特
徴
が
福

津
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
国
民
主
権
や
立
法
国
家
を
国
是
と
し
て
い
る
国
に
お
け
る
抵
抗
権
の
位
置
付
け
の
問
題
が
あ
る
。
国
を
構
成
す
る
各
人
の

意
思
の
下
で
作
っ
た
政
治
権
力
に
対
し
て
抵
抗
権
を
設
け
る
こ
と
は
そ
う
で
あ
る
が
故
に
返
っ
て
自
体
論
理
的
矛
盾
を
生
み
出
す
の

で
は
な
い
か
。
合
法
性
は
同
時
に
正
当
性
で
あ
る
の
が
国
民
主
権
に
立
脚
す
る
立
法
国
家
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
請
願
権
を

口
実
に
騒
乱
・
騒
動
を
起
す
こ
と
の
な
い
よ
う
と
の
注
意
事
項
が
あ
っ
て
、

し
か
も
そ
の
後
に
付
加
す
る
よ
う
に
武
器
携
帯
権
を
認

め
る
こ
と
は
前
後
の
論
理
矛
盾
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
福
津
に
そ
の
紹
介
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、

《
明
日
）

例
え
ば
加
藤
弘
之
は
そ
の
『
国
体
新
論
』
に
お
い
て
、
抵
抗
権
を
明
確
に
位
置
付
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
国
民
主
権
の
立
場
か
ら
ぐ



む
し
ろ
一
方
的
受
益
者
の
立
場
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
論
理
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
容
易
に

《
お
〉

抵
抗
権
を
抵
抗
権
と
し
て
紹
介
し
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
が
社
会
契
約
の
観
念
よ
り
も
む
し
ろ
統
治
契
約
の
観
念
を
有
し
て

る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
、

い
た
が
故
と
云
え
る
。
社
会
契
約
説
な
い
し
国
民
主
権
を
と
る
が
故
に
抵
抗
権
な
い
し
革
命
権
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
も
、
通

説
と
異
な
る
が
、
成
り
立
ち
得
る
の
で
あ
る
。

あ
と
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
福
津
が
西
洋
諸
国
の
武
器
を
手
に
し
た
抵
抗
を
革
命
と
み
、

そ
の
草
命
が
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
か

を
、
や
は
り
十
分
認
識
し
て
い
た
が
故
に
抵
抗
権
を
省
略
し
た
と
の
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
チ
ェ
ン
パ
l
ズ
社
刊
『
政
治
経

済
学
』
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
草
命
史
、
そ
こ
に
福
津
自
ら
が
要
約
し
、
既
に
み
た
様
に
「
自
由
を
求
め
て
自
由
を
失
ふ
」
と
い
う

福津諭吉とW ・プラックストン「イングランド法釈義』

認
識
、
及
び
第
二
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
『
西
洋
事
情
』
に
お
け
る
紹
介
を
み
れ
ば
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後

「
綿
関
西
人
は
自
由
不
需
の
趣
意
を
信
じ
、
公
明
正
大
の
理
に
帰
依
し
、
比
大
義
を
以
て
天
神
に
代
ふ
可
し
と
。
粗
暴
も
亦
甚
だ
し
。
名
は
自

由
な
れ
ど
も
其
実
は
然
ら
ず
。
今
般
の
革
命
を
以
て
俳
蘭
西
の
政
治
は
暴
を
以
て
暴
に
代
へ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
改
革
を
望
み
し
者
も
自
由
を

求
て
却
て
残
虐
を
蒙
る
と
云
ふ
可
し
」

革
命
は
政
治
を
し
て
暴
力
の
府
と
し
て
、
改
革
志
向
の
者
を
し
て
自
由
で
は
な
く
残
虐
を
蒙
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
福
津
が
権
利
問
題
と
し
て
の
武
器
を
手
に
し
て
の
抵
抗
権
の
紹
介
を
明
示
す
る
よ
り
、

む
し
ろ
請
願
権
に
組
み
込
ん
で

む
し
ろ
政
治
権
力
を
牽
制
し
た
方
が
よ
り
わ
が
国
の
現
状
に
と
っ
て
有
効
と
考
え
抵
抗
権
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
紹
介
す
る
こ
と
を
拒
否

せ
し
め
た
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
福
津
が
抵
抗
権
を
省
略
し
、

そ
れ
を
請
願
権
に
解
消
し
て
い
る
か
ら
ょ
う
訳
述
し
て
い
る
と
い
っ
て
、
当
の
プ
ラ
ッ

あ
る
い
は
彼
に
影
響
力
を
与
え
た
ロ
ッ
ク
に
比
し
て
現
実
に
対
す
る
緊
張
度
に
お
い
て
劣
っ
て
い
る
か
、

グ
ス
ト
ン
に
比
し
て
、

と

391 

そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
し
ろ
、

ロ
ッ
グ
に
し
ろ
抵
抗
権
な
り
革
命
権
の
設
定
は
彼
ら
の
主
観
に

云
え
ば
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即
せ
ば
、
行
使
さ
れ
よ
う
も
な
い
、
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

392 

ロ
ッ
ク
が
『
統
治
二
論
』
を
著
わ
し
た
の
は
名
誉
革

命
後
十
年
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト

γ

に
い
た
っ
て
は
七
七
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
彼
ら
の
主
観
的
意
図
と
は
別

に
、
彼
ら
が
牽
制
と
し
て
設
け
た
抵
抗
権
な
り
革
命
権
は
、
皮
肉
に
も
ア
メ
リ
カ
の
独
立
革
命
を
正
当
化
さ
せ
る
正
に
バ
イ
ブ
ル
と

な
っ
た
の
で
は
あ
る
が
。
福
津
は
し
か
し
弱
肉
強
食
の
国
際
環
境
の
下
で
、
然
も
「
下
克
上
」
状
況
下
の
維
新
革
命
時
に
、
旧
体
制

の
臣
下
の
身
で
以
て
、
そ
れ
ま
で
全
く
な
か
っ
た
観
念
即
ち
自
由
と
そ
れ
に
不
可
分
な
法
と
の
問
題
を
短
期
間
に
考
え
抜
か
ざ
る
を

え
な
い
正
に
ど
ち
ら
に
行
く
と
も
わ
か
ら
な
い
危
機
状
況
下
で
の
抵
抗
権
の
問
題
と
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
緊
張
度
は
恐
ら
く
ロ
ッ
ク
や
事
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
比
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
明
治
国
家
体
制
が
安
定
し
て
く
る
と
、
福
津
は
革
命
権
で
は
な
く
て
抵
抗
権
な
い
し
抵
抗
の
精
神
を
唱
え
自
ら
実
践
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
彼
が
一
見
保
守
化
し
た
と
云
わ
れ
る
『
帝
宝
論
』
（
寸
浩
一
」
年
）
に
し
ろ
『
尊
王
論
』
（
刊
浩
司
ゲ
年
）
に

一
元
論
的
に
確
立
さ
れ
て
い
く
過
程
を
念
頭
に
お
い
て
、
そ
れ
に

し
ろ
、

そ
れ
は
正
に
明
治
国
家
が
天
皇
制
国
家
と
し
て
価
値
が
、

抵
抗
す
る
意
味
で
よ
り
価
値
の
多
元
化
を
意
図
し
て
著
わ
さ
れ
て
い
る
と
云
え
る
し
、
彼
の
維
新
以
降
の
生
涯
が
無
位
無
官
の
在
野

人
と
し
て
貰
き
通
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
治
初
期
に
功
と
げ
名
を
と
げ
た
人
の
余
裕
と
云
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
何
よ

り
も
抵
抗
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（1
）
『
全
集
』
第
一
巻
、
五
O
二
｜
コ
一
ペ
ー
ジ
。
原
文
は
初
版
に
依
っ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
法
律
名
は
：
：
で
省
略
し
た
。

（2
）
筆
者
は
こ
の
夏
（
一
九
八
五
年
七
月
i

九
月
）
私
学
研
修
福
祉
会
の
基
金
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
大
学
を
訪
問
す
る
機
会
を
え
た
．

そ
の
際
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
及
、
び
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ボ
l
ド
レ
イ
リ
ア
ン
・
ロ
l
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
お
い
て
一
九
世
紀
中
葉

ま
で
に
出
版
さ
れ
た
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
の
簡
約
版
及
び
学
生
版
の
諸
々
の
刊
本
の
こ
の
部
分
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
福
揮
の
訳
の

如
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
一
つ
と
し
て
な
か
っ
た
。
尚
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
本
書
の
各
種
の
版
に
つ
い
て
は
巴
－
2
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お

わ

り

福
津
が
訳
述
し
た
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
の
「
個
人
の
絶
対
権
に
つ
い
て
」
の
こ
の
箇
所
は
、
取
り
分
け
、

法
思
想
史
以
上
に
政
治
思
想
史
上
重
要
と
思
わ
れ
る
が
、
福
津
の
思
想
を
み
る
上
で
も
、
極
め
て
重
要
な
一
文
と
み
な
し
う
る
こ
と

が
察
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

」
こ
の
部
分
は

イ
ギ
リ
ス
の
法
律
家
に
と
っ
て
全
く
自
明
で

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
時
代
に
あ
っ
て

福j華諭吉とW ・ブラックストン『イングランド法釈義』

る自
も然、
のな
で、こ

あ（と
るとで

あ
っ

た
か
も
し
れ
な
し、

し

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
主
観
以
上
に
根
本
的
に
リ
ベ
ラ
ル
な
考
え
を
示
し
て
い
る
と
い
え

第
一
に
、
そ
こ
に
は
権
利
宣
言
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
こ
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
第
三
に
、

そ
こ
に
は
そ
れ
ら
を
維
持
す
る
為
の
手
段
H

補
助
的
権
利
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
は
や
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
と
っ
て

は
自
然
法
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
権
利
の
主
体
た
る
個
人
は
お
よ
そ
人
間
一
般
で
は
な
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
臣
民
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

(2
) 

な
い
が
、
正
に
自
然
法
的
で
あ
る
が
故
に
、

そ
う
し
て
日
本
の
福
津
の
『
西
洋
事
情
』
の
「
備
考
」

に
導
入

ア
メ
リ
カ
新
大
陸
に
、

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
福
津
の
そ
れ
以
前
の
人
権
な
り
自
由
の
観
念
が
見
聞
に
よ
る
も
の
や
、
教
科
書
な
い
し
歴
史
書
に
依
拠
し
て
い

た
が
故
に
、
法
学
的
思
考
に
劣
り
、

又
論
理
的
整
合
性
に
欠
け
る
面
が
あ
っ
た
の
に
比
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

法
釈
義
』
は
法
学
的
か
つ
論
理
的
整
合
性
が
あ
り
、
し
か
も
、
政
治
的
自
由
の
問
題
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
福
津

の
そ
の
後
の
自
由
な
り
人
権
な
り
に
つ
い
て
の
思
想
的
展
開
の
一
つ
の
確
固
た
る
糧
に
と
な
り
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

む
ろ
ん
福
津
が
翻
訳
紹
介
し
た
こ
の
箇
所
は
、

西
洋
、
殊
に
ア
メ
リ
カ
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
法
原
理
に
お
い
て
も
重
要
な
章
で
あ
る

395 

が
、
そ
れ
だ
け
に
よ
く
議
論
さ
れ
る
わ
り
に
は
理
解
さ
れ
ず
、
議
論
さ
れ
た
り
理
解
さ
れ
た
り
し
て
い
る
わ
り
に
は
現
実
の
も
の
と



(3
) 

な
っ
て
い
な
い
、

近代日本研究

と
の
評
価
を
も
受
け
て
い
た
章
で
あ
る
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
よ
い
。
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(1
) 

(2
) 

(3
) 
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